
１ 

総務委員会会議録 

 

令和元年１２月１７日（火） 

（開 会）  １０：００ 

（閉 会）  １５：０３ 

【 案 件 】 

１．議案第１２９号 令和元年度飯塚市一般会計補正予算（第４号） 

２．議案第１４３号 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例 

３．議案第１４４号 飯塚市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の

一部を改正する条例 

４．議案第１４５号 飯塚市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例等の一部を改正

する条例 

５．議案第１４６号 飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 

６．議案第１４７号 飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

７．議案第１４９号 飯塚市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正

する条例 

８．議案第１５０号 変更契約の締結（庄内温泉筑豊ハイツ再整備（本館解体・新施設建設）

工事） 

９．議案第１５２号 土地の処分（大分小学校跡地） 

10．議案第１６１号 損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解（交通事故） 

11．議案第１６５号 令和元年度飯塚市一般会計補正予算（第５号） 

12．議案第１６６号 令和元年度飯塚市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

13．議案第１６７号 令和元年度飯塚市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

14．議案第１６８号 令和元年度飯塚市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

15．議案第１６９号 令和元年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予算（第３号） 

16．議案第１７０号 令和元年度飯塚市地方卸売市場事業特別会計補正予算（第３号） 

17．議案第１７１号 令和元年度飯塚市駐車場事業特別会計補正予算（第２号） 

18．議案第１７２号 令和元年度飯塚市学校給食事業特別会計補正予算（第２号） 

19．議案第１７３号 令和元年度飯塚市水道事業会計補正予算（第２号） 

20．議案第１７４号 令和元年度飯塚市下水道事業会計補正予算（第２号） 

21．議案第１７５号 飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

22．議案第１７７号 契約の締結（飯塚市新地方卸売市場整備工事） 

 

【 報告事項 】 

１．令和元年度飯塚市職員採用試験（１０月実施）第３次試験実施状況について（人事課） 

２．土地明渡等請求事件の終了について（財産活用課） 

                                           

○委員長 

ただいまから総務委員会を開会いたします。 

「議案第１２９号 令和元年度飯塚市一般会計補正予算（第４号）」を議題といたします。

執行部の補足説明を求めます。 

○財政課長 

「議案第１２９号 令和元年度飯塚市一般会計補正予算（第４号）」の内容についてご説明

いたします。 
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補正予算資料の３ページをお願いいたします。今回の補正につきましては、一般会計で１億

４３１０万７千円を減額いたしまして、補正後の予算総額を７０２億６１１３万９千円にしよ

うとするもので、表の下に記載しておりますように、前期の実績に基づいた経費の見直しと今

後見込まれる所要額を補正するものでございます。 

４ページをお願いいたします。補正予算の概要を費目ごとにまとめ、予算書のページを記載

いたしております。その主なものについてご説明いたします。 

まず歳入でございますが、市税では、前期実績をもとに個人市民税、法人市民税及び固定資

産税などが増額、市たばこ税などが減額と見込み、補正額を計上しております。地方特例交付

金では、幼児教育無償化にかかる子ども・子育て支援臨時交付金分で２９５３万６千円を計上

しております。既決予算と合わせまして幼児教育無償化の本年度の影響額としまして１億

２００万９千円を見込んでおります。地方交付税における普通交付税につきましては、交付額

の確定により３億３９０９万２千円を増額しております。国庫支出金につきましては、歳出予

算に計上しております対象事業費の増減に伴い補正するものでございますが、そのうち、新規

と記載しております地方創生推進交付金につきましては、既存事業の買物対策事業費補助金に

対し、新たに交付されることが決定したものでございます。また、同じく新規と記載しており

ます学校施設改善交付金（中学校費補助金）につきましては、追加交付の募集があり、二瀬中

学校のトイレ改修事業が採択を受けたものでございます。 

５ページをお願いいたします。県支出金につきましては、国庫支出金と同様に、歳出予算に

計上しております対象事業費の増減に伴い補正するものでございますが、そのうち新規と記載

しております高齢者等見守り検証事業費補助金につきましては、福岡県ＩｏＴを活用した高齢

者等見守り機器・サービス導入検証モニター事業に応募し、採択されましたので、計上するも

のでございます。なお、認知症高齢者の徘徊対策としての効果を検証する歳出予算につきまし

ては、検証期間を長くとるため、既決予算で対応することといたしております。繰入金では、

財政調整基金繰入金につきまして、今回の補正予算の財源調整で７億２４９５万円を減額する

ものでございます。市債につきましては、歳出予算に計上しております対象事業費の増減にあ

わせ補正するものでございます。 

６ページをお願いいたします。次に、歳出についてご説明いたします。一般会計・特別会計

人件費総額は、退職や育児休業、病気休業などの理由により、当初予算と比較して８３６９万

５千円を減額しております。総務費の低所得者・子育て世帯支援商品券発行事業費では、当初

予算編成時の見込みと比較し、対象者が減少しましたので補正するものでございます。民生費

の障がい者福祉費では、前期の実績に基づいた給付件数見込の増などによる給付費の増額のほ

か、国・県負担金の返還金を計上するものでございます。児童措置費、私立保育所等保育措置

事業費では、入所児童見込み数、国の公定価格の改正、幼児教育無償化の影響などにより、各

施設型給付費の増額などを補正するものでございます。 

７ページをお願いいたします。保育所費、保育所運営事業費の公立保育所運営事業費で保育

備品費を補正しておりますが、待機児童解消のため、菰田保育所、庄内こども園において、既

存の部屋の活用方法を変更することに伴う必要な備品を購入するものでございます。この変更

により、受け入れ児童数は２９名増加することといたしております。生活保護総務費、その他

の生活保護費では、国庫負担金返還金を計上するものでございます。扶助費の生活保護扶助費

では、前期の実績に基づき、各扶助費を減額するものでございます。商工費、商工業振興費、

その他の商工業振興費費の地域雇用活性化推進事業費では、飯塚地域雇用創造協議会を設置し、

雇用の確保と人材育成を図るため、事業推進員の雇用、講習会や合同会社説明会などを国の受

託事業として実施いたしますが、委託料が入金されるまでの間の運転資金として負担金を計上

するものでございます。なお、この負担金は、国の委託料が支払われたのちに、納付金として

返還してもらうこととなりますので、歳入でその予算を計上しております。 
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８ページをお願いいたします。土木費の公園費、公園施設管理事業費では、目尾炭坑跡地に

隣接した土地を交換により取得するため、公園敷購入費を計上するものでございます。下水道

費、浸水対策事業費では、秋松西地区の浸水被害を軽減するため、秋松西地区水路改修工事を

計上するものでございます。教育費の中学校費の学校整備費、二瀬中学校大規模改造事業費で

は、国の交付金の追加交付が決定されたことに伴い、トイレ改修にかかる工事費などを計上す

るものでございます。幼稚園費、幼稚園教育振興事業費では、私立保育所と同様の理由により、

施設型給付費などを補正するものでございます。文化財保護費、鹿毛馬神籠石保存整備事業費

では、土地買収にかかる訴訟の終結したものについて、成功報酬として弁護士謝礼金を計上す

るものでございます。 

保健体育施設管理費、保健体育施設管理運営事業費では、頴田地区の体育施設敷地内民有地

を時効取得する着手金として、弁護士謝礼金を計上するものでございます。 

９ページをお願いいたします。繰越明許費の補正につきましては、菰田交流センター整備事

業ほか５件につきまして追加し、幸袋交流センター等整備工事測量設計委託料ほか１件につい

て限度額を変更するものでございます。いずれも年度内の事業完了が見込めないため、繰越の

必要額を補正するものでございます。債務負担行為の補正につきましては、健幸プラザ指定管

理委託料ほか２件について、債務が後年度にまたがるため追加するものでございます。 

路線価格評定委託料ほか１件について、契約額が確定いたしましたので、限度額を変更する

ものでございます。公有財産購入費（土地開発公社委託分）に記載しております３件につきま

しては、土地開発公社の解散に伴い廃止するものでございます。 

２０ページ以降に、今回の補正に係る歳入・歳出予算額の推移表および市債・基金の状況表

を添付しております。内容の説明につきましては省略させていただきます。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○小幡委員 

 ７ページ、扶助費がありましたね。この扶助費が減額、生活扶助費並びに住宅扶助費、教育、

医療、この減額の意味というか、なぜ減額されたか。大きな効果、その点わかりましたら教え

てください。 

○生活支援課長 

 今回の補正の減額、約１億６千万円の減額の理由でございます。これは、平成３１年度の当

初予算は、平成３０年の８月の実績を基に算出しております。今回の補正では、ことしの８月

の実績を改めて反映させたもので算定したところでございますが、この１年間で、受給世帯で

１４３件、受給者数３１２人、保護率にして２．１％の減少が見られております。これにより、

年度当初より今年の８月までに支出した扶助費では、前年度と比較しまして、扶助費で約５千

万円、医療扶助で約１億２千万円、合わせまして１億７千万円の減額となっております。この

減額が、今回の減額補正の一番の要因となっております。以上、簡単でございますが説明でご

ざいます。 

○小幡委員 

 特に筑豊地区、飯塚を含めまして、生活保護者というのはかなり大きな多い地域でしょう。

今回、生活保護世帯で１４３件、人数にして３１２人、減額ということは減ったということで

すよね。それは、どういった主な要因というか、こういうことで生活保護者が減りましたとい

うのは、簡単な内訳わかりますか。 

○生活支援課長 

 保護率低下の要因でございますけども、保護率につきましては平成２３年をピークに微減で

推移しておりました。例年、おおむね３５０件から３６０件程度、保護廃止件数がございまし

たが、平成３０年度は４０８件にものぼっております。これとともに、開始件数でございます
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が、平成２３年度に４５９件あったものが平成３０年度は２５６件と、２０３件減少しており

ます。いわゆる開始件数が廃止件数を大きく下回っております。これは、保護率の減少した理

由でございますが、いわゆるその他世帯、これは稼働能力を有する世帯でございますけども、

この世帯からの申請が、ピーク時の２３年から平成３０年度までに１６１件減少しております。

これが保護率低下の要因と見られて、多少なりとも景気回復による雇用情勢の好転がこれに関

連していると分析しております。また、廃止件数の増加の原因でございますが、廃止理由のト

ップは高齢者の死亡で、１３４件、約４０％ございました。炭鉱閉山後の失業を機に生活保護

を受給された方々の高齢化が顕著となり、この世代の方々がなくなることも非常に増加してお

ります。あわせまして、就労支援事業の活用などにより、就労を開始し、収入が増加したこと

による世帯の自立や、他法を活用することにより生活費が軽減したことによる自立廃止も増加

しております。このようなことが重なったことがありまして、保護廃止件数の大幅な増加につ

ながったものと分析しております。 

○小幡委員 

 内容はわかりました。注目するところは、高齢者の生活保護世帯が自然減少したというのが

大きな要因でしょうけども、他方、調査員をふやしたとか、こういった調査をしたとかという

減らすに当たっての努力といいますか、今の体系はどのような状況で調査等をなさってるか、

わかりましたら教えてください。 

○生活支援課長 

 これを減少させるには、やはり保護者の自立支援というのが非常に重要かと思います。まず、

うちには３名の就労支援員がおります。この３名が就労支援事業に上げる働ける能力を持った

方々、所内に設置しましたハローワークを活用しまして、そして就労支援を行う。しかしなが

ら、なかなか国の最低生活費、うちの筑豊地方の地場賃金となかなか合いませんで、最低生活

費を超える収入を上げるという、生活保護で基準となる最低生活費を超える収入を上げるとい

うことはなかなか難しいところもございます。しかしながら、やはりある程度の収入を得るよ

うになりますと、保護者自身も自分で自立廃止、辞退という形になりますけども、そのような

形で廃止される方が最近は非常に多くなりました。それにあわせまして、他法の活用、たとえ

ば長期入院してある方は自分で金銭管理をされませんので、病院のほうがお金を管理しており

ます。そうすることによって、累積預貯金が非常にたまって、ある程度の生活ができるように

なる。それとか、たくさんの他法を使いますと、最低生活費が軽減されますので、自分の年金

収入の中で生活のやりくりができると。そのようなふうに、各保護者一人一人の状況を詳細に

調査することによって、適正な保護ができるようになりました関係上、最近非常に保護率が下

がったというような状況もございます。 

○小幡委員 

 ありがとうございます。結局、努力が実を結んだということでしょう。１３万人口の飯塚市

の扶助率って、かなり他自治体から比べると高いですよね。ぜひ努力を今後ともよろしくお願

いしたいと思います。ありがとうございます。 

○委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

採決いたします。「議案第１２９号 令和元年度飯塚市一般会計補正予算（第４号）」につ

いては、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 
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 暫時休憩いたします。 

休 憩 １０：１６ 

再 開 １０：１８ 

委員会を再開いたします。 

 次に、「議案第１４３号 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例」を

議題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○人事課長 

 「議案第１４３号 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例」の議案に

つきまして、補足説明をさせていただきます。 

 議案書の５ページをお願いいたします。議案第１４３号につきましては、地方公務員法の一

部改正に伴い、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることで不当に差別さ

れないよう、成年被後見人等を資格、職種、業務から一律に排除する規定を設けている制度に

ついて、本市の条例で該当している文言を削除して整備するため提案するものでございます。 

 条文につきまして、要点をご説明いたします。第１条は、「飯塚市職員の分限に関する手続

及び効果に関する条例」に係るものでありますが、地方公務員法の欠格条項の第１号が削除さ

れたことにより、法第２号の条文が繰り上がる為整備するものでございます。 

 第２条は、「飯塚市職員の給与に関する条例」にかかるものでありますが、期末手当及び勤

勉手当の欠格条項の第１号に該当する文言を削除するものでございます。 

第３条、「飯塚市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例」につきましても同様の

該当する文言を削除するものであります。 

 ６ページをお願いします。第４条は、「飯塚市職員等旅費条例」に係るものでありますが、

欠格条項の第１号が削除されたことにより、法の条文が５号まであったものが４号までとなっ

た為整備するものとなっております。 

新旧対照表につきましては、７ページ以降に記載しておりますが、説明は省略させていただ

きます。以上、簡単ではございますが、議案第１４３号の補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１４３号 地方公務員法の一部改正に伴

う関係条例の整備に関する条例」については、原案のとおり可決することにご異議ありません

か。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第１４４号 飯塚市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例の一部を改正する条例」を議題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○人事課長 

 「議案第１４４号 飯塚市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の

一部を改正する条例」について、説明いたします。 

議案書の９ページをお願いいたします。「議案第１４４号 飯塚市議会の議員その他非常勤

の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、令和２年４月

１日からの会計年度任用職員制度の導入に伴い、フルタイム会計年度任用職員の労働災害、通

勤災害時の補償基礎額について、常勤職員の公務災害補償に係る平均給与額の規定に準ずるこ

ととするための規定を新たに整備するための提案でございます。 



６ 

新旧対照表につきましては、１０ページ以降に記載しておりますが、説明は省略させていた

だきます。以上簡単ではございますが、議案第１４４号の補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１４４号 飯塚市議会の議員その他非常

勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例」については、原案のとおり可

決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第１４５号 飯塚市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例等の一部

を改正する条例」を議題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○人事課長 

 「議案第１４５号 飯塚市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例等の一部を改正

する条例」について説明いたします。 

議案書の１１ページをお願いいたします。「議案第１４５号 飯塚市議会の議員の議員報酬、

費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例」につきましては、昨年の１２月の人事院勧

告による飯塚市職員の給与に関する条例の期末手当の支給率の改正を行った際に、本来は「飯

塚市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例」及び「飯塚市特別職の職員で常勤のも

のの給与に関する条例」、「飯塚市企業管理者の給与に関する条例」においても、職員の支給

率を読み替えておりますので、読み替え文言の改正を行わなければならなかったものですが、

関連条項の確認不足により改正ができておりませんでした。 

新旧対照表につきましては、１３ページに記載しておりますが、説明は省略させていただき

ます。以上、簡単ではございますが、議案第１４５号の補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

 質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１４５号 飯塚市議会の議員の議員報酬、

費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例」については、原案のとおり可決することに

ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第１４６号 飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例」を議題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○選挙管理委員会事務局長 

 「議案第１４６号 飯塚市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例」につきまして、補足説明を行います。 

議案書の１４ページをお願いいたします。今回改正いたします条例は、本市の非常勤特別職

に支給する報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定める条例でございまして、選挙に従事す

る非常勤特別職の報酬額につきましては、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に

規定されております基準額を参考といたしております。このたび当該基準額が改正されました
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ので、本市における報酬額につきましても改定を行うものでございます。 

それでは１５ページをお願いたします。新旧対照表にてご説明申し上げます。表の左側が新

で右側が旧でございまして、第２条関係の別表を改めるものでございます。まず、選挙長の欄

をご覧いただきますと、報酬額を１万６００円から１万８００円に２００円に引き上げ、同様

に投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人の報酬

額をそれぞれ２００円、期日前投票所の投票立会人と開票立会人、及び選挙立会人の報酬額を

早朝に１００円引き上げるものでございます。最後に表の下に記載しております附則でござい

ますが、施行期日を公布の日からとするものでございます。以上、簡単ですが、議案第

１４６号の補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１４６号 飯塚市特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」については、原案のとおり可

決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第１４７号 飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を議題と

いたします。執行部の補足説明を求めます。 

○人事課長 

 「議案第１４７号「飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」の議案につきま

して、補足説明をいたします。議案書の１６ページをお願いいたします。 

「議案第１４７号 飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、

職員の健康診断に伴う自己負担額について、現金での支払いによらず、給与から控除すること

を可能とするため、提出するものでございます。 

 新旧対照表につきましては、１７ページに記載しておりますが、説明は省略させていただき

ます。以上、簡単ではございますが、議案第１４７号の補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１４７号 飯塚市職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例」については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第１４９号 飯塚市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部

を改正する条例」を議題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○防災安全課長 

 「議案第１４９号 飯塚市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正

する条例」につきまして、補足説明をさせていただきます。 

議案書２１ページをお願いいたします。今回改正する条例につきましては、地方公務員法が

一部改正されることに伴い、飯塚市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部
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を改正するものでございます。今回の改正は、成年後見制度を利用していることを理由として、

消防団員となることを一律に排除することがないよう、欠格条項から削除するものでございま

す。また、消防団員に対する報酬の支給方法について、支給日を毎年２回に分け、４月１日及

び１０月１日としていたものを４月及び１０月に改めようとするものでございます。 

２２ページに新旧対照表を付けておりますが、説明につきましては省略させていただきます。

以上、簡単ですが補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

 質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１４９号 飯塚市消防団員の定員、任免、

給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例」については、原案のとおり可決することに

ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第１５０号 変更契約の締結（庄内温泉筑豊ハイツ再整備（本館解体・新施設

建設）工事）」を議題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○都市施設整備推進室主幹（総務担当） 

 「議案第１５０号 変更契約の締結（庄内温泉筑豊ハイツ再整備（本館解体・新施設建設）

工事）」の補足説明をいたします。 

 議案書の２３ページをお願いします。工事請負契約を変更する契約の締結につきましては、

工事内容の一部変更に伴い、契約金額を変更するため、地方自治法第９６条第１項第５号及び

飯塚市議会の議決に付すべき契約に関する条例第２条の規定に基づき、本案を提出するもので

あります。 

 庄内温泉筑豊ハイツ再整備（本館解体・新施設建設）工事につきましては、原契約金額

１２億５１２８万８千円に１０９７万１４００円を増額し、契約金額を１２億６２２５万

９４００円とするものでございます。 

本議案につきましては、９月の総務委員会において報告をさせていただいておりましたとお

り、本年７月に、コテージ棟建設の基礎くい工事を実施中、地下約５メートル付近にある筑豊

ハイツ周辺の雨水を処理する暗渠排水管の一部を損傷したことに伴うものでございます。当初、

当該請負事業者は、転石と判断し、建築確認申請許可どおり支持地盤までの深さ１０メートル

までのくい工事を進めましたが、その数日後、同箇所が円すい形に陥没したため、掘削調査を

実施いたしましたところ、原因は当該くい工事による既存暗渠排水管を貫通させた損傷であっ

たことが判明いたしました。 

 この地中障害および既存暗渠排水管の補修の発生により、工事内容に一部変更が生じ、契約

金額を変更するものでございます。 

次に、議案書２４ページの工事請負変更議案資料をお願いいたします。１の工事名から４の

受注者までにつきましては省略させていただきます。５の変更概要につきましてご説明いたし

ます。契約金額の変更といたしましては、工事内容の一部変更に伴い、１０９７万１４００円

の増額となっております。また、工事内容の変更につきましては、くい工事の変更及び暗渠排

水管補修工事となっております。 

議案書の２５ページをお願いいたします。工事内容の変更が生じた場所については、現筑豊

ハイツ本館の南側駐車場のコテージ棟建設現場となっております。 

議案書の２６ページをお願いいたします。くい工事の変更図でございます。くいの本数は、
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当初、１棟あたり６本、５棟で３０本の打設としておりましたが、地中障害が発生した１棟に

ついては、中央、赤枠で囲んだ図のとおり、９本の打設が必要となり、５棟合計で３３本に変

更となっております。また、このことに伴い基礎の面積も５１．６２平方メートルから６２．

７平方メートルに変更となっております。 

引き続き、追加で提出させていただきました筑豊ハイツ資料１をお願いいたします。暗渠排

水管の復旧図でございます。 

 資料には、暗渠排水管の損傷個所の平面図、矢板仮設工、パイルを１０本ほど打設しました

復旧に係るＡ－Ａ方向の断面図、また深さ約５メートル付近で損傷しましたＢ－Ｂ方向の断面

図を示しております。 

続きまして、筑豊ハイツ資料２をお願いいたします。変更契約に伴う増工額の内訳表でござ

います。 

損傷した暗渠排水管については、布設の図面等もなく埋設不明管ではありましたが、補修の

工事費につきましては、市と工事請負事業者とで契約内容に基づき協議を行い、双方負担額を

決定いたしております。内容としましては、復旧作業中の安全管理として土どめを伴う仮設工

部分の請負額Ａ、５０７万２７００円を市が負担し、損傷した暗渠管の補修に係る試掘調査、

暗渠排水管補修工、下流ため池へ流出した土砂の撤去工部分のＢの部分、３２６万３７００円

を事業者が負担することとしております。負担割合としては市が６０．９％、事業者が３９．

１％となっております。 

今回の増工額１０９７万１４００円につきましては、暗渠排水管補修工事の市の負担分Ａの

５０７万２７００円及び暗渠排水管の布設が判明したことに伴うコテージ建設のくい工事・基

礎工事変更分Ｃの５８９万８７００円の合計額となっております。 

補足説明の最後となりますが、負担割合につきましては、単に全体工事費から、６割、４割

の負担割合を決定したものではなく、工事の種目別に双方の負担割合を協議した結果、地下不

明管の損傷に対する復旧費を事業者負担とし、不明管の損傷を避けたといたしましても、今回

同様の偏心による建築工事が必要であることから、コテージ棟の建築に係る工事費用を市の負

担とすることを事業者と協議し、合意し、変更契約とするものでございます。以上、簡単では

ございますが、議案第１５０号の補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○松延委員 

 今回の変更契約の締結、庄内温泉筑豊ハイツ再整備の件について、２、３お聞きさせていた

だきます。この筑豊ハイツの構築物につきましては、皆さんご承知のとおり、旧産炭地の勤労

者の福祉を目的として、昭和４８年に建設されております。この暗渠排水につきましては、山

から高尾池までの暗渠排水ということで、造成時あるいはその前に施工されたと思っておりま

すので、昭和４０年の半ばか、昭和４６年、４７年、その頃でしょうね。それで、だいぶ老朽

化しているとは思っておりますが、ここは雇用促進事業団の持ち物でありましたので、これは、

そのときの図面、要するに溜めます等については３カ所を確認できたと。そこの延長線上であ

れば、今回の場合は、ある程度想定されたんじゃないかなと思っておりますが、このときの図

面といいますか、暗渠排水の図面については、確認はできなかったのでしょうか。その点一つ

お聞きいたします。 

○都市施設整備推進室主幹（総務担当） 

 今、委員さんおっしゃいましたとおり、図面等につきましての確認を行いましたところ、や

はり、国から庄内町に引き継ぎました平成１５年当時から、図面等の確認がどうしてもとれず、

とりあえず、現場等の調査についても確認をとっておりません。 

○松延委員 
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 本会議で質疑がされておりましたが、確認がされなかったということで、詳細については市

と施工業者の間で按分でもって工事されておりますけれども、契約の中での条項についてちょ

っと説明されましたけど、もしこういうことが起こった場合の契約条項はどうなってますか。

その点を一つお願いいたします。 

○都市施設整備推進室主幹（総務担当） 

 今回のケースにつきまして、契約条項について確認しております。工事約款第２４条では、

請負代金の変更については、発注者と受注者とが協議して定めるとの規定から、今回、双方の

負担割合等について、工事業者と合意を図ることを協議した結果を、今回審査を受けておりま

す。 

○松延委員 

 ２４条の契約条項によりまして、発注者と受注者が協議すると。今回の件につきましては、

結果的には発注者というほうになってますね。それで、我が市にも法制担当の方がいらっしゃ

ると思いますけども、庁舎内でそういうふうな結論を出されたのか、もしくは、私も経験上そ

ういうふうになれば顧問弁護士等もいらっしゃいますので、そこのところではっきりされた上

で、今回の提案をされたほうがよかったかなと思ってますけども、その経過はどんなふうでし

ょうか。教えてください。 

○都市施設整備推進室主幹（総務担当） 

 飯塚市顧問弁護士の井上法律事務所に相談に行っております。今回のケース、地下埋設管の

損傷に係る発注者、受注者の瑕疵について相談を行っております。瑕疵責任については、請負

業者に責任があれば、当然、請負業者の責任であり、発注者に責任があれば、当然、発注者の

責任になると確認しております。ただし、双方に責任がない場合はどうするかということにな

りますけども、その場合は、発注者の責任になると確認をいたしております。今回のケースで

は、先ほどの繰り返しになりますけども、地下で発生しました現場状況等も踏まえ、先ほど申

しました契約条項の第２４条の協議に基づきまして、事業者とは協議をさせていただきながら、

変更議案を提出させていただいております。 

○松延委員 

 今回につきましては、そういう原因がはっきりしなかったということで、発注者側に責任が

あるということでございますけど、今後まだまだ来年まで施工中でございますので、どうかそ

こら辺のところは現場監督者との意思の疎通、十分に協議をして、最後まで立派な施設ができ

ますよう頑張っていただきたいと思います。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○小幡委員 

 何点かお尋ねしましょう。今、委員から質問がありましたけども、契約条項の中で、双方に

責任がない場合、発注者側にも施工者側にもはっきりと責任がわからない場合は、発注者側が

責任を負うと。それ再確認しますけど。 

○都市施設整備推進室主幹（総務担当） 

 そのとおり、弁護士相談により確認をいたしております。 

○小幡委員 

 うちの顧問弁護士さんに尋ねたということですけども、弁護士の見解っていろいろ違うんで

すよね。２人おれば２人意見違うし、３人おれば３人意見違うし。全てうちの顧問弁護士が言

うことが１００％という確信はあるんですか。 

○都市施設整備推進室主幹（総務担当） 

 飯塚市顧問弁護士への相談に基づいて導き出した結果でございますので、その結果に基づき、

今回の議案を提出させていただいております。 
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○小幡委員 

 言い換えれば、確信があるないにかかわらず、本市の顧問弁護士ですから、信頼のもとで判

断されたと思いますけどね。それが正しいとか、正しくないとかいうことを言ってるわけじゃ

なくて、これは瑕疵の比率でしょう。どちらに責任があったか、なかったか。金額でいきます

と１４００万円ぐらいあるうちの１千万円が本市、業者側が残りというような、直工費で計算

されてますけど、基本的には約６対４、もしくは、それぐらいの比率ですよね。ちょっと瑕疵

について確認したいんですけども、まず、平面図の中で、ＡＢＣＤＥとますがありますよね。

地上で確認できるますは、このＡからＥの中のどれとどれが確認できたんですか。 

○都市施設整備推進室主幹（総務担当） 

 表面上で確認されたますにつきましては、左Ａ、それと一番右のＥの２カ所でございました。 

○小幡委員 

 確認します。ＡとＥは目視できたと。残りの３カ所は地中の中で目視できなかったというこ

とですね。通常、今度は一般の発注ではないですよね、これが。ＤＢＯ方式をとった。本市初

の発注なんですけどね。基本的にＤＢＯ方式、前回の委員会でも確認しましたけども、設計、

施工、後の管理運営を一体として実施できるところを選定したわけですよね。設計、施工、管

理、このＤＢＯ方式の、ちょっとＤＢＯ方式、私の認識しておるＤＢＯ方式とちょこっと違う

んですけども、今回のＤＢＯ方式は、設計は設計で、施工は施工で、管理は管理でそれぞれと

契約したと言いましたよね。では、何かあったときの責任、瑕疵はどのようになるのかという

質問を前回の委員会でやっております。そのときは、設計が不備でこういった事故が起こった、

もしくは施工が不備でこういった事故が起こった。今の段階で管理運営は関係ないでしょうか

ら、施工もしくは設計、どちらかの瑕疵があったのか、もしくは今回は発注者側の瑕疵があっ

たのかということで協議してるんですよね。弁護士とも、担当とも、もちろん設計者とも、施

工者ともやった。これ設計者とも協議やりましたか。その確認をお願いします。 

○都市施設整備推進室主幹（総務担当） 

 現場では、現場事務所を設けております。その中では、毎週、工程会議という定例会をいた

しておりますし、内容については設計者も含め、協議をしております。 

○小幡委員 

 ということは、設計者も、施工側も、施主の飯塚市も現地の状況も確認してるということで

すね。そういう中で、何でこのなったのかという話は当然なさったと思うんですよね。先ほど

ちょっと冒頭、ますの位置を聞きましたけど、これＤＢＯ方式で設計をするに当たって、飯塚

市が１２億円でここにこういった施設を建ててくださいと発注かけたんですね。向こうはＤＢ

Ｏ方式で組織をつくって、うちで建てましょうと。１２億円でやりますよというところから設

計に入るわけですよね。現地を調査しますよね、設計に当たっては。事前調査やりますね。仮

設工事でボーリングなんかもやってますよね。そのときに、幾らこの埋設管、暗渠の位置が示

した図面がないとしても、現地調査やるんですよ、施行する前に。そうすると、先ほど目視で

きるＡとＥ、流入口と流出口は確認できてるんだから、設計側からすれば、まずこれ直線で結

びますよ。こういうふうに暗渠で入ってるんじゃないかなと。もしくは１カ所曲がってこんな

ふうに暗渠が入ってるんじゃないかなと。もしくはガス管はあるのか、水道管はあるのか、今

言ったような排水はあるのか、ほかの埋設物、ケーブル関係、電気関係ないのかというのはや

りますね調査を。それ十分されましたか。 

○都市施設整備推進室主幹（総務担当） 

 今回、現場の発生時期については７月２５日、陥没発生時の現地聞き取り調査の結果ではご

ざいますけども、業者としましては、礫と思い、くい工事を進めたと確認しております。当該

箇所の、やはり約５メートル地下に暗渠排水管が設置されることが想定できず、隠れた瑕疵と

考えられることから、全てが事業者の責任になるとは考えておりません。想定できる管路でな
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かったため、市も事業者も、双方ともに今回の事故が発生したものと協議の上で合意いたして

おります。 

○小幡委員 

 今そんなこと聞いてないじゃない。今言った目視できる排水ますが、目視できたんでしょう。

そういった、もちろん流出口、現地見れば５メートルも６メートルも下じゃないですか。だか

ら、暗渠で入ってるというのは想定できるじゃないですか。だから、それがどのルートに通っ

てるのかなという想定を、ちゃんと事前に調査をしたですかということです。やりましたかと

いうことを聞いたんで、やったのかやってないのかを私は聞いてるだけであって、責任うんぬ

んを聞いてるんじゃないですよ。それはやってたんでしょうかということですよ。 

○都市施設整備推進室主幹（総務担当） 

 Ａの部分、Ｅの部分というますの表面部分を確認し、その方向については確認をしておりま

す。Ｅの部分については、今回青のラインに引いたとおりの方向に走っている状況を確認した

程度で、その以上の施工箇所に対する事前調査は行っておりません。 

○小幡委員 

 事前調査をやってないんですよ。やったらこんな事故は起こらない。基本的に先ほど言った

ＡとＥを直線で結べば、もしくはほかのルートで何点か想定すれば、見えないんだから。今

５棟建ちますよね、コテージは。右から番号わかりませんけど、１、２、３、４、５。４棟、

５棟のところを暗渠が入ってるねというのは想定できるじゃないですか。通ってるかもしれな

いということは想定できますよ。私が現場監督なら、ここ通ってる可能性はあるねと思います

よ。ということは、５棟目はちょっと危険地域なんです。ここにくいを打つんですよ、くいを。

ボーリング調査やったり、試掘やったり、事前にやらないからこういうことが起こったんです

よ。そう判断すると、まずは１回目はどこに瑕疵がありますか。答えられないでしょうから、

まずは設計側にも瑕疵があるということですよ。それが１点。通ってるだろうというのを完全

に無視して、５棟目のくいを打ち始めます。これ鋼管くいですよね。６メートルと４メートル

の１０メートルですよね。それ間違いないですか。 

○都市施設整備推進室主幹（総務担当） 

 １０メートルのくいで間違いございません。 

○小幡委員 

 １０メートル打つということは、流出口のますの位置を見ても、万が一入っとったら当たる

可能性がありますよね。それは想定できますよね、だれしも。２０メートル下で１０メートル

打つなら届かないから大丈夫だけど。これ当たるなという想定があったら、わからないでもく

い工事の段階で気をつけて打つのは、これ当然じゃないですか。施工側の話ね。くい芯出して、

そこに鋼管ぐい打ち始めるんですよ。どんどんどんどん掘っていきます。御存じのとおり、く

い芯の頭には羽根といってドリルの刃先がついてるでしょう。これで掘っていくんですよ。こ

れはボーリング調査やってますね。柱状図はお持ちですか。 

○都市施設整備推進室主幹（総務担当） 

 現地につきましては、２カ所の地盤調査を行っております。 

○小幡委員 

 いやいや、２カ所のボーリング調査やってるでしょう。ボーリングは何のためにやったかと

いったら地盤調査でしょう。何メートル掘ったら岩盤に達して、Ｎ値が幾ら出るか。柱状図は

ありますかということです。 

○都市施設整備推進室主幹（総務担当） 

 ございます。 

○小幡委員 

 もちろんないと、くいを打たなくちゃいけないという構造計算が成り立ちませんからね。た
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だ、現場、この施工ですよ、施工の場合は今からくいを打つぞというときには、この柱上図の

状況を見ながらやるんですよ。１メートル掘ったら何ニュートン出る。２メーター掘ったら、

３メーター掘ったらと。基本的には１０メートルいかないと強度が出ないような設計になって

るから、１０メートルくいなんですよね。そして、５メートルのところで急激に上がってるは

ずですよ。ますにぶち当たったんですから。そういうときは、施工側、ここは下請が三誠さん

か、というところが使ってます。ここ全国ベースでかなりの施工実績がありますよ。その熟練

工が仮にくいを打っていくと。そうしたときに、今言った問題の箇所に当たったら、それが石

なのか、地盤なのか、何か異物なのか、とまるんですよ、機械はトンと、設定する強度が出れ

ば。それから、何かもう当たったぞということで柱状図を見るわけ。５メートルでその強度が

出ないのに何で出たのかという判断を現場はやるわけですよね。その段階で、これは何なのか

という想定をして一旦機械とめるんですよ。それで試しでまた掘っても、やっぱり入らないと。

その強度がもういきなり出てると。そうしたら岩盤なのか、今言ったような異物なのかで、本

当は試掘しなきゃいけない。それを、今これで、無視してゴリゴリやったわけですよ、結果。

そうしたら羽根もくずれながら、鋼管も１９０Φか、７ミリですもんね。それやると、刃先崩

れるわ、破損箇所のコンクリートの写真見ましたけど、コンクリ厚３０センチメートル以上あ

りますよね。それを打ち抜いているんですよ。何分かけて掘ったのかということですよ。これ

を無視してガリガリ掘ってるんですよ、これ。これは施工ミスですよ。普通はくい抜かないと。

何があるか調べないといけない。これ施工した、もちろん下請でしょうけども、現場監督に瑕

疵責任はありませんか。 

○都市施設整備推進室主幹（総務担当） 

 繰り返しの答弁になりますけども、転石と思い、確認申請上まで掘削を続けたということで、

現場状況からも地下の不明管であったことから、施工上のミスとは言えず、隠れた瑕疵だと考

えております。 

○小幡委員 

 今、転石と判断したというのが瑕疵じゃないですか。なぜ勝手に転石と思うんですか。先ほ

ど言ったように、暗渠の排水が入ってるかもしれないというのがわかってるんでしょう。それ

を無視してやったということでしょう。当たればもしかして暗渠かもしれないという。考える

でしょう。現場でやってんだから。安全に作業を進めるに当たって。それで、発注者側に何で

瑕疵があるんですかというのを私は言いたいんです。今聞いたのは、施工上のそういったミス

があったのは事実ですよ。それを無視して、今言ったような７ミリメートルの鋼管で、３０セ

ンチメートルのコンクリートをくり抜くような、これもう何十年とたってますよね。コンク

リートの強度は、かなり古い以上は、ものすごくかたかったと思いますよ。それをいつまでで

も掘るからそういう状況になったんですよ。掘った後に、あわててこれはあかんということで、

確認したわけでしょう。暗渠だったと。だから、判断ミス起こってますよ。ですから私が言い

たいのは、まずは設計の段階で調査が十分でなかった。要は事前調査が十分でなかった。仮設

工場の中で事前調査、ちゃんと定期的に入ってるでしょう。そのお金に見合う調査を十分した

かどうか、設計がそれをちゃんと確認して、設計したかどうか。あの５カ所、あの配置に持っ

ていった、それは設計事務所とこのＤＢＯ方式を受注した施工側のほうが決めたんでしょう。

飯塚市があそこに５棟コテージを建てなさいと言いましたか。それを確認します。 

○都市施設整備推進室主幹（総務担当） 

 コテージ棟５棟の提案につきましては、事業者提案でございます。 

○小幡委員 

 ですよね、設計施工ですから。こういったコテージをつくりたい、こういった建物をつくり

たい。飯塚市の要望にあうこういったデザインでやりたいというのは、向こうが設計施工でし

ょう。ＤＢＯ方式ですから。だから、あの５カ所を、自分たちでこういうところにコテージを
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５カ所つくりたいという事業者側が計画して、プランニングして、飯塚市のほうに確認とって

るんですよ。飯塚市としては、発注者側ですもん、施主ですもん。こういうのができるの、い

いね、よろしくねという話でしょう。それを何で飯塚市に押しつけるんですか、責任を。あそ

こにくいを打てと言ったのはうちじゃないでしょう、飯塚市じゃないでしょう。彼らが勝手に

打ったんでしょう。打つ以上は調査して、安全かどうか確かめてくいを打つ義務は向こうにあ

るじゃないですか。それが１点。ここで言いあっても仕方ないんで。私の考え方を言ってるだ

けですよ。そういう中で、今言った設計での、まずは瑕疵がある。施工上の瑕疵がある。いい

ですよ。これを修復しなくちゃいけないから、修復するのに幾らかかるか。その後、今度飯塚

市が見解、くいが当たったんで、増しコンしましょうということでしょう。ベースを広げて、

くいを３本ふやして、増しコンして補強しようというような結論に達しましたということでし

ょう。その前に、傷めた排水ますを復旧しなければいけないという工事をやったのが、このコ

テージ工事の内訳ということでしょう。全部確認しますけども、筑豊ハイツの資料の２に、増

嵩額として、暗渠排水の補修工事が１つと、コテージ建設の内訳の中でくい・基礎工事が１つ。

２段階にわかれてるんですね、これ。今、仮設工事として見られてますけども、この暗渠排水

の補修工事がざっくりと８３０万円かかりますよということでしょう。これは矢板打って土ど

めして、埋めた近く掘って、傷めたますを掘り出したと。ますをまたコンクリートで補強した

んだと。あと埋め戻して、土どめ配置工を抜いたと。これが約８００万円かかったんでしょう。

これ何でしなくちゃいけなくなったんですか、先ほどの瑕疵の責任範囲ですれば。もう１点、

その下のコテージの建設工事で、そこにくいがあったから、このくいの位置を変えようと。そ

ういうことで１２００、ベースコン広げました。なおかつ、くいを３本追加しました。そのお

金がざっくりと約５９０万円かかりますということですよね。それ確認します。 

○都市施設整備推進室主幹（総務担当） 

 暗渠仮設工、準備工並びに暗渠排水の補修工事、流出土砂につきましては、管を貫通させた

ことによる復旧工事費でございます。それと、３、くい・基礎工事につきましては、委員おっ

しゃるとおり、今回、偏芯により増加した事業費でございます。 

○小幡委員 

 そういうことですよね。ざっくり暗渠排水の補修工事、約八百三十数万円、この８３０万円

かかりますよ。これを正しい金額だと想定した場合に、先ほど言った設計的な瑕疵があって、

施工的な瑕疵があるのに、何で発注者側が８００万円のうちの５００万円出して、くり抜いた

側が３００万円、これおかしくないですか。そこでおかしいとは言えないでしょうから、ここ

に瑕疵の判断がまず違うんじゃないかと。それは弁護士がそういったからとうのみにしちゃい

かんよ。ほかの第三者、ほかの弁護士やらいろんな有識者に尋ねてごらん、これ。だれがます

を傷つけたのかということになると、発注者側が何の責任があるんですか。ここにますがある

よ、暗渠が入っとるかもしれないよ、図面がないから、でも気をつけてねって言ったんでしょ

う。それは事前調査するのは施工側にありますよ。何で飯塚市が出すのというのが１点ですね。

これ見解聞いてもむだでしょうから、もう一度ほかの人にも聞いてください。専門家いっぱい

いますよ。もう１点、コテージ建設の内訳の中で、くいと基礎工事、先ほど言いました増とい

うことは、ふえますよと。１メートル２０センチ幅広げましたね。この計算の中に、変更前、

設計書ベース、要は直工費、直工費で１７７４万６９４０円、この１７７０万円というのは何

の数字ですか、教えてください。 

○都市施設整備推進室主幹（総務担当） 

 １７７４万６９４０円につきましては、左の工種に記載しておりますとおり、コテージ棟

５棟分のくい・基礎工事を実施する金額の設計書ベースの金額でございます。 

○小幡委員 

 そうですね。何も事故がなかったら、このまま１７７０万円で済んだと。これ５カ所ですね、
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先ほど言ったコテージが５つありますよね。この５カ所の基礎工事、くい工事を含めた基礎工

事一式の金額が１７７４万６９４０円でよろしいですか。 

○都市施設整備推進室主幹（総務担当） 

 そのとおりでございます。 

○小幡委員 

 ということは、５カ所のコテージを建てるに当たって、５カ所基礎をつくったんですよね。

その１カ所がこの事故に遭ったんですけども、５カ所の一千七百七十数万円ということは、

１カ所約幾らの基礎工事、１カ所幾らとなりますか。 

○都市施設整備推進室主幹（総務担当） 

 １７７４万６９４０円を５棟で割りますと、約でございますが、３５０万円程度になります。 

○小幡委員 

 平面図を見ますと、約６メートル弱の、１０メーター弱の基礎ですよね。それが５カ所、

１カ所３５０万円かかりますよと。同じ仕様ですからね、５カ所とも。ベースコンの厚が約

３００ミリメートルという、鉄筋が２６のダブル配筋上下やったね。同じベースで、６メート

ル、９メートルの基礎をつくったら３５０万円でしょう。６メートルの９メートル、パッとで

いくと、６メートルの９メートルの基礎、６メートルの９メートルが３５０万円でしょう。今

回、基礎をちょっとずらそうと。これずらすんじゃないね、ふやそうと。１２００ふやしたん

だね。１２００ふやすだけの基礎工事に何で税込みの約５９０万円もかかるんですか。６メー

トルの１０メートルで３５０万円だったのに、１メートルの１０メートルで何で５９０万円も

かかるのか、その内訳を教えてください。 

○都市施設整備推進室主幹（総務担当） 

 今回の費用の内訳でございますけども、くい・基礎工事につきましては、工法を先行掘削に

切り替えた費用や、３本のくいの追加に要する費用などとなっております。また、金額が高く

なっている要素としましては、陥没によりくい工事を中断したため、再開時に資機材等を改め

て手配する必要等もあり、機械回送費など、大型くい打ち機の組み立てや解体などが２回分を

要したことや、流出しました土砂の埋め立てに要する費用も基礎工事に含まれているところな

どが挙げられます。 

○小幡委員 

 ちょっと確認しますね。先ほど勝手に決めましたが、５棟目、事故のあったところ、５棟目

のくい工事は６本ですよね。くいを６本打つ。それはどの段階で、今の暗渠にぶち当てたんで

すか。要は、５本打って最後が当たったのか、しょっぱなが当たったのか、途中で当たったの

か、そこ確認できてますか。 

○都市施設整備推進室主幹（総務担当） 

 今回損傷させた箇所は最後の施工箇所でございます。 

○小幡委員 

 ですよね。６本中５本は打ったのよね。順調よく打ち終わった。最後がぶち当てたんでしょ

う。そこが当たらなければ一応終わっておった。当たったんで、今言ったような作業にかかっ

たということでしょう。私が言いたいのは、同じ基礎をもう一つつくったら３５０万円なんで

すよね。それで、なぜたかが１メートル２０センチふやすだけで５８０万円もかかるのという

こと。今説明を受けましたけど納得できないですよ。機械を一旦返したわけ。それで、また持

ってきた。敷鉄板料がまた二重にかかった。それで、なぜ５８０万円も上がるんですか。まる

まる同じやつつくっても３５０万円でできるんですよ。約６メートルの１０メートル。３分の

１もないような、３０％ぐらいの増嵩する工事というのが、もともとの基礎の大きさよりも高

いというのが信じられないですね。それから、この直工費で出したとはいえ、その直工費の金

額というのは正しいんですか、それ。チェックしましたか、それで。 
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○都市施設整備推進室主幹（総務担当） 

 工事設計書、工事内訳書の精査につきましては、技術部署とも確認しながら、当室で精査、

確認いたしております。 

○小幡委員 

 数字だけ、５８９万８７００円ふえますと言われても、これ信じがたい。今言ったような面

積的なものも。これ私計算したんですよ。生コンが５立方メートルふえます。鉄筋約１トンふ

えます。型枠は１メートル２０センチですから。たったベース３００ですから。そういったや

つと機械をもう一度くい打ち機、回送しても、敷き鉄板引いても、こんな金額に到底なりませ

ん。これを納得できないのに５９０万円かかりますよと押しつけられても困るんですね。これ

ちょっと中身に入りましたけど、正確に増嵩で基礎をふやしたんですか。くいが３本ふえたの

はわかりますよ。この鉄筋やら生コンやら直工費、ちゃんと精査し直しませんか。我々に、こ

ういう金額でこんだけのお金がかかりましたという積み上げ方式ですから、しっかりと提示さ

れれば、納得すれば承認しますよ。ただ、いきなり簡単な図面でこれだけお金かかりました。

それと先ほど言いました暗渠排水を傷つけた瑕疵の話なんですけども、施主側に請求すること

自体が、私信じられない。ＤＢＯ方式ですよ。うちに任せてください。立派なものを建てます。

いろんな問題は自分ところで設計、施工ですから解決しますということですよ。それを施主さ

んちょっと来てください。壊したんでお金出してはあり得ない。ちまたの一般工事の中でも、

水道管破ったとしますよ。飯塚市に水道管補修しちゃれよと言う人おりますか。自分が破った

んですよ。水道管とか市の排水管とか、図面全てあるわけじゃないですよ。恐らくここ辺にあ

りますよというのは水道局が教えてくれるかもしれません。私、破っちゃいました。ちゃんと

図面がないから飯塚市――― 

○委員長 

 小幡委員、簡潔に質疑をお願いします。 

○小幡委員 

 わかりました。簡潔に行きます。だから、そういう意味からして、飯塚市が払う瑕疵、ない

と判断するんですよ。ですから、再度、井上弁護士以外の方にも確認されて、瑕疵を明確にし

て数字を出してください。簡潔にということですから、これは原因追求と金額の折り合いが納

得できませんので、１点だけ、最後にしますね。これすぐ払わなくちゃいけないんですか。業

者さん待ってくれません。その点確認してください。されました。教えてください。 

○都市施設整備推進室主幹（総務担当） 

 今回は協議をさせていただき、変更契約議案を出させていただいております。その分の協議

は、協議中でございますので、いつということまでの請求を受けているわけではございません。 

○小幡委員 

 それは施工業者さんにお願いして、もう一度、議会承認を得ないとお金払えないので、議会

が承認できるような資料をもうちょっと揃えて審議してもらうから、もうちょっと待ってねと

言ってください。仮に３月でも、お金間に合えばいいじゃないですか。ということで、私は継

続していただきたいと、ここは要望ですからね。そういうふうな計らいにしてもらいたいと思

っております。 

○都市施設整備推進室長 

 先ほどより、この原因につきましては、これそもそも水路のルートを飯塚市のほうが正式な

配管図というのを持っておりません。国から引き継いでおりませんでした。それでなおかつ、

Ａ地点とＥ地点、いわゆる出口のみが確認をしておりましたが、現地、結果的に管が入ってお

りましたポイントにつきましては、埋め上げられて駐車場がつくられているという高く造成さ

れた土地ということで、まさかこのほうに入っているというふうには市のほうも認識しており

ませんで、Ａ地点からそのまま池に向かって直進して、それから池のほうに近づいて、最後に
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Ｅの地点に転進して出ているというような判断で、市のほうは思っておりました。そして、事

業者のほうにもそういう管が入ってるというふうな情報は、市のほうは与えておりませんでし

た。こういうコテージの配置図面というのも、相手方からは見せてはもらっておりましたが、

ここで相手も、事業者としても、まさかこういうところに管が入っていないと、市のほうも思

っておりましたので、そういう形でいわゆる相手方に瑕疵は、大きな瑕疵はないというところ

に市のほうは判断しております。委員のご指摘のことも、もろもろご意見は賜りましたが、こ

れにつきましては状況をご理解願いたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休憩 １１：１８ 

再開 １１：４８ 

委員会を再開いたします。 

○小幡委員 

 本日提案されてます議案１５０号、筑豊ハイツの再整備工事の件につきましては、先ほど執

行部から説明を受けましたけど、施主、施工側、設計者の瑕疵について、よく私わかりません。

なおかつ、増嵩の直工費についての金額の内訳が十分理解できないので、この段階で判断する

のは非常に難しいというところで、継続審査で要望したいと思いますので、動議という形で委

員長、議事進行についてお諮り願いたいと思いますけど、よろしくお願いします。 

○委員長 

 ただいま議案第１５０号について継続審査してほしい旨の申し出がありました。この申し出

については、質疑が出尽くした後に、挙手採決でお諮りいたしたいと思いますので、よろしく

お願いします。ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

お諮りいたします。「議案第１５０号 変更契約の締結（庄内温泉筑豊ハイツ再整備（本館

解体・新施設建設）工事）」については、継続審査との申し出があっております。本案を継続

審査とすることに賛成の委員は挙手願います。 

（ 挙 手 ） 

全会一致。よって、本案については、継続審査とすることに決定いたしました。 

暫時休憩します。 

休 憩 １１：５０ 

再 開 １３：００ 

 委員会を再開いたします。「議案第１５２号 土地の処分（大分小学校跡地）」を議題とい

たします。執行部の補足説明とあわせ、さきの本会議において審査要望のあった件の答弁を求

めます。 

○財産活用課長 

「議案第１５２号 土地の処分（大分小学校跡地）」について、議案の補足説明をいたしま

す。議案書の３０ページをお願いいたします。 

本議案につきましては、大分小学校跡地を条件付き一般競争入札によりまして、土地を処分

しようとするもので、地方自治法第９６条第１項第８号及び飯塚市議会の議決に付すべき財産

の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

処分しようとする土地の所在地は、飯塚市大分字廣瀬１６６１番１外１７筆、処分面積は

１万２７６４．２５平方メートル、処分価格は９１１０万円、仮契約の相手方は、飯塚市柏の

森５２３番地７、ＷＩＬＬハウジング株式会社、代表取締役 松岡史倫でございます。 

本件は、条件付き一般競争入札により落札者を決定いたしましたので、その概要についてご

説明いたします。 
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本件処分につきましては、地元との協議に基づき、３項目の条件を付しております。１点目

は、この場所は「飯塚市立地適正化計画」に基づく居住誘導区域に該当するため、建築物の用

途を「戸建専用住宅」とし、そのための用地とすること。２点目は、この物件には、買戻特約

設定登記を行いまして、その期間は本契約締結の日、議会の議決日でございますが、それから

起算して５年間とし、５年以内に、開発行為の許可に基づいた工事が完了し、工事完了検査済

証の交付を受ける必要があるとし、期間内に工事が完了しない場合は、特約に基づき、飯塚市

が物件を買い戻すこと。３点目は、自治会の加入の推進。以上の３点が条件でございます。 

８月２７日に公告を行いまして、９月３日から９月２４日までを申込期間とし、１０月

１１日に入札を行いました。入札の結果でございますが、５者による入札の結果、事前公表し

ておりました予定価格５千万円に対し、落札価格９１１０万円、落札率１８２．２０％でＷＩ

ＬＬハウジング株式会社が落札したものでございます。 

次に、１２月１３日の本会議で審査要望のありました「大分小学校跡地の不動産鑑定業務委

託の入札に関する談合の有無」につきましては、不自然な入札や談合情報もなく、入札は適正

に行われております。以上、簡単ではございますが、議案及び審査要望に係る説明を終わりま

す。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○小幡委員 

 川上議員からの質疑があってましたので、今説明を受けましたけども、ちょっと確認します

ね。この土地は住居誘導区域、住居を誘導する区域であって、買い戻しの特約設定登記を行っ

て、住宅地として開発するんですよね。５年以内に計画どおり宅地にして、分譲して、売って

くださいよということになっておりますが、契約の中で目的外の使用、用途をやった場合の反

則規定というか、そういうのは契約の中には設けてありますか。 

○財産活用課長 

 特に設けてはございません。 

○小幡委員 

 だから、都市計画法の第２９条において、開発行為をやるんですよね。それは宅地分譲とい

うことでしょう。でも、これは４０戸ぐらいの区画でやるという想定なさってると思いますけ

ども、極端な話、３０戸にして、残りは店舗用とか、住宅地じゃなくて店舗用とか別の目的外

に使用した場合、５年間の中で計画を変更した場合、そういった場合は飯塚市はどういう判断

をなさるのか。やっていいのか悪いのか、こういった条件だといいよというような、そこのと

ころの契約はどんなふうになさってるのかお聞きします。 

○財産活用課長 

 都市計画の開発行為の事前に協議がございますので、その協議の時点で強力な指導を行いた

いと思っております。 

○小幡委員 

 なら、もうこの金額で売りますよということをきょう上程してきてるんですよ、執行部は。

それでいいよと判断するに当たって、今の質問をやってるんですよ。開発行為は、誘導すると

いうことで宅地分譲なんです、宅地分譲。一般家庭でしょう。それを、一つの想定として、道

路沿いは全部テナントの店舗にするとか、もしくはマンションを建てるとか、住宅用途、都市

計画法上どうなのかは別にして、そういうことに変えたいと、もしくはそういう工事をしたい

という、想定できるじゃないですか。これは今からですからわかりませんでいいのかなと思う

んですけども、そこのところの契約はどういうふうに詰めてあるのか。やってるのか、やって

ないのか、今からやるのかはっきりしないんですけど、そこを教えてください。 

○財産活用課長 
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 仮契約書は既に締結しておりますので、もう契約書としては確定しております。その中には

特に今おっしゃったような、ご指摘のような点はございません。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休 憩 １３：０７ 

再 開 １３：０７ 

 委員会を再開いたします。 

○財産活用課長 

 失礼いたしました。買い戻し特約設定登記によりまして、買い戻すことになるかと思います。

失礼いたしました。 

○小幡委員 

 そういうことですよね。ですから、契約以外の建物を建てた場合は買い戻しということです

から、それをしっかりと相手側にも確認、確約取っておいてくださいね。そういうことです。

もう１点、茶々入れるわけじゃないんだけど、長い間この土地は空き地になってましたよね。

近隣の自治体、嘉麻市なら嘉麻市なんだけど、行政が宅地分譲やるじゃないですか。飯塚市で

いけば飯塚市の分譲、要は住宅を呼び込むための。そういう発想というのは、もともと飯塚市

にはなかったんでしょうか。それとも１回は検討されたんでしょうか。もともとやってないの

か、そこのところわかりましたら教えてください。 

○財産活用課長 

 今回のこの物件に関しては、検討しておりません。 

○小幡委員 

 これは本件からちょっと外れますけど、土地の有効活用で、ここは市が分譲してもいいんじ

ゃないかなというような土地があれば、今後検討なさることもやぶさかではないと思いますの

で、有効利用の観点からいろいろと考えてください。続けていきますけども、質疑の中で談合

はなかったのかというような話がありましたね。談合情報もなく、そういうことはなかったと

いうことで、今お伺いしましたけども、これは想定で申しわけない。答弁の中で、３者、指名

競争入札をしたと。落札したところが３８万５千円で落札されたんですよね。２番目に高かっ

たのが５千円差、３９万円、そのまた上が１万円差というふうに、非常に１万円とか５千円の

差額の少ないところが落札してますんでね。価格調整なり話し合いがあったんじゃないかなと

いうように疑われるような金額ですよ。ですから、そういう指摘を受けないように、そもそも

指名競争ですから、指名した段階でそういった談合情報もないとは言いながら、契約の担当の

方はその点をしっかりと相手先に注意、勧告をして、入札に当たらせてください。事前にそう

いうのがなかったよというのを調べて、やはり報告していただきたいということです。そうい

う中で、結局、土地の価格を評価するに当たって、３８万５千円払ったんですよね。なおかつ、

本市の担当が価格は妥当だということで決められたんでしょうけども、なぜきっちり５千万円

なのかと問われてますよね。それは端数切り捨てしたわけ。そこのところの金額の出し方を教

えてください。 

○財産活用課長 

 今回委託をいたしました不動産鑑定業者からの鑑定書では、別に端数は切り捨てずに５千万

円で評価をいただいております。 

○小幡委員 

 ということは、平方メートル掛ける幾らというような評価ではないということですか。 

○財産活用課長 

 平方メートル掛ける面積で評価はいただいております。 

○小幡委員 
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 だから、評価した金額と平方メートル数掛けると、きっちりにはならないでしょう。ですか

ら、議員の質問はジャスト５千万円なんだよと。何でなのって聞かれてるんですよ。ですから、

端数は調整したとか、そういうことで最低価格を決めておりましたということなんでしょうか

ということを聞いてるんです。 

○財産活用課長 

 申しわけありません。細かい端数は切り捨てて評価されております。 

○小幡委員 

 わかりました。結局、最終的に落札なさった金額でいけば、平方メートル７千円台ですよね。

坪単価に直せば坪２万３５９４円と。ちなみに、あの土地は坪二万数千円というのが妥当なの

かというのは、そこが問題になるわけなんですけども、基本的に、評価をお金まで出して依頼

してるじゃないですか。入札までして。それは、飯塚市が公有財産として、路線価格あたりで

ここの土地は評価的にこれくらいだよと。近隣に固定資産税評価もして、課税やってますよね。

土地の評価もして。ですから、ある程度の想定はなさってないんですか、よその土地も含めて。

ちょっとお尋ねします。 

○財産活用課長 

 今回の鑑定評価は、取引事例比較法と開発法に基づきまして評価をされて、基準価格を求め

ておられます。開発法なり、取引事例比較法で価格を算定する際には路線価も当然考慮に入れ

てあるということだと思います。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休 憩 １３：１４ 

再 開 １３：１５ 

委員会を再開いたします。 

○財産活用課長 

 市の方で、市の財産を評価する仮評価、路線価を基にすることもございますけど、今回に関

しては、大規模な画地でございますので、不動産鑑定評価のみで行っております。 

○小幡委員 

 最終的には財産管理審議会にかけた。決定したんですよね。これは要望で構いません。遊休

の土地がたくさんありますよね。ある程度、飯塚市の財産管理上、想定はしておくべきだと思

います。これぐらいの価値のある土地だと。なおかつ今のように外部団体にちゃんと評価いた

だいて、それを照合して、妥当だということで出さないと、先ほども言ったように５千万円ち

ょっきりだとか言われても、いろいろ質問が出てくると思いますので、それは今後の土地の有

効活用に置いても検討なさっとってください。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

採決いたします。「議案第１５２号 土地の処分（大分小学校跡地）」については、原案の

とおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第１６１号 損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解（交通事故）」を

議題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○頴田支所市民窓口課長 
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 「議案第１６１号 損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解」について、補足説明を

いたします。議案書の５７ページをお願いいたします。 

本案は、地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定に基づき、議会の議決を求

めるために提案するものでございます。 

本件の事故発生日時は、平成３１年４月６日午後２時５０分ごろ、事故発生場所は、飯塚市

佐與地内市道大畑・六反畑線において発生をしております。 

事故の概況といたしましては、頴田支所市民窓口課職員が、国道２００号線に出る交差点で

信号待ちをしていたところ、大型トラックが交差点を右折する際、当該職員の車が停車してい

るため、曲がり切れないと判断をいたしまして、車両をバックさせたところ、後方に停車して

いました相手方車両の前部に追突したものでございます。 

この事故による和解につきましては、市の過失割合が１００％であり、損害賠償金７６万

５千円を相手側に支払うものでございます。 

損害賠償額の内訳といたしましては、車両修繕料３４万５千円、代車費用４２万円となって

います。なお、双方とも人身傷害はございませんでした。 

今回の事故でございますが、当該職員の後方確認不足が大きな要因であり、今後このような

事故が起こらないよう、集中力をもって運転し、常に安全運転に努めるよう、強く指導をいた

しております。また、他職員につきましても、安全運転への注意喚起を行い、再発防止に努め

てまいります。 

今回、当課職員が起こしました事故により、市に損害を与えましたことにつきまして、深く

お詫びを申し上げます。大変申し訳ございませんでした。以上、簡単ではございますが、議案

第１６１号の補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○小幡委員 

 ちょっと今説明を受けましたが、クレームをつけるわけでありません。車両の修繕費３４万

５千円、これは外車か何か。聞いてあられます。なおかつ、代車費用４２万円払ってますけど、

これ何カ月間修理にかかって、台車を使ったのかわかりましたら教えてください。 

○頴田支所市民窓口課長 

 まず車両でございますが、車両につきましてはトヨタプリウスでございます。この車両自体

が、実は平成３０年度１１月に初期登録をしたということで、まだ４カ月ほどしか審査登録か

らたってないということで、相手方にとりまして、やはり部品を全て交換したい路ということ

で、少し交渉が長引いたようでございます。それとあと代車につきましては、今申しましたよ

うに修理箇所、これに伴う双方の主張が長引きまして、結果的に代車の日数といたしましては、

８１日間をレンタルということで、代車代ということになっております。 

○小幡委員 

 わかりました。双方の意見が食い違って長引いたんですね。双方ということは、うちの職員

も言い分があったんでしょう。そういう中でちょっと議題を外れますが、ドライブレコーダー

をもうしっかり付けなさいよということだけど、進捗状況、何がわかりましたら、答えられま

すか。 

○契約課長 

 ドライブレコーダーということですが、昨年からいろいろと検討を重ねてまいりまして、今

年度から公用車のリース車両をふやすということで、その中には、少しずつではございますけ

れども導入するということでしております。次年度以降も引き続き拡充していくということで

考えております。 

○小幡委員 
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 最後聞きます。ドライブレコーダーは早めに進めてください。ちょっと素朴で申しわけない

んだけど、もちろん保険で払うんでしょう。車両代も保険で。職員への、責めるわけじゃない

よ、職員はこの額に対して何か罰則規定があるの、飯塚市は。自分も自己負担で幾らか払わな

ければいけない、もしくは申しわけありませんで済むのか、ちょっとそこのところ教えてくれ

ますか。 

○契約課長 

 今ご質問の内容ですけども、恐らくその職員のほうの金銭的な負担ということだと思います。

これにつきましては、現在は行っておりませんし、特に負担を求めるということはしておりま

せん。ただ、金額の大きいような事故を起こした職員に対しましては個別に、具体的に言いま

すと飯塚自動車学校ですけれども、そちらのほうできちんとした講習なりを１日かけて受けて

いただくというようなことは実施はしております。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論ありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１６１号 損害賠償の額を定めること及

びこれに伴う和解（交通事故）」については、原案のとおり可決することにご異議ありません

か。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第１６５号 令和元年度飯塚市一般会計補正予算（第５号）」から「議案第

１７５号 飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」までの１１件は、関連があ

るため一括議題とします。執行部の補足説明を求めます。 

○人事課長 

 それでは、関連がございますので、まず、「議案第１７５号 飯塚市職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例」につきまして、補足説明をいたします。追加議案書の３ページをお

願いいたします。 

本年８月に出されました人事院勧告に基づき、国家公務員の給与の改定が行われましたので、

これを参考にして、本市職員の給与を改定するため、本案を提出するものでございます。 

まず本年度の人事院勧告のうち、給与に関する主な内容としましては、月例給の増額改定と

勤勉手当支給月数の増となっております。 

月例給につきましては、民間給与との格差を埋めるため、給料表の水準をおおむね３５歳以

下の職員につきまして、月額２００円から２千円の幅で引き上げるものでございます。また、

勤勉手当については、支給月数を年間０．０５月分、引き上げることとしております。 

次に、本条例の具体的な改正内容につきまして、新旧対照表にてご説明いたします。 

９ページをお願いいたします。表の左側が「新」のほうでございまして、飯塚市職員の給与

に関する条例で、令和元年度の改正事項でございます。第２９条第２項に規定しております勤

勉手当の支給割合につきまして、正規職員は１００分の９２．５を１００分の９７．５に改定

するものでございます。 

次に、附則第１８項でございますが、これは、現在５５歳以上の課長級以上の職員の勤勉手

当を１．５％減額いたしておりますので、勤勉手当の支給率改定に伴い、減額対象額に乗じる

割合を改正するものでございます。 

別表の行政職給料表につきましては、このページから１３ページにかけて掲載しております

が、昨年同様、若年層に手厚いものとなっておりまして、平均的に０．１％増額する内容とな
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っております。 

同ページ、１３ページの中段から下をご覧いただきますと、条例の第２条関係で、令和２年

度からの改正事項でございます。第２９条では、勤勉手当につきまして、令和２年度以降の支

給割合を規定するものでございます。年間の増額０．０５月分を６月期と１２月期の２回に分

けて、正規職員の支給率を１００分の９５に改正するものでございます。 

次の、附則第１８項につきましては、先ほどと同様の趣旨で改正しております。 

最後に１４ページの一番下、附則ですが、施行期日について、改正条例第１条の、月例給、

給料表の改定については、平成３１年４月１日から、また勤勉手当については、令和元年

１２月１日にそれぞれ遡り適用することとしております。また、勤勉手当支給割合を同率とす

ることについて、令和２年４月１日からとしております。 

なお、今回の給与改定に伴い影響を受ける職員数につきましては、１２月１日現在で、一般

会計、特別会計及び企業会計を合わせて、対象者は、給料の増額分は２８２人、勤勉手当が

８６７人となります。 

また、一人当たりの影響額といたしましては、１２月１日現在での対象者のうち、正規職員

の平均で申しますと、月額の給料は約１５７０円の増、勤勉手当については約１万９６４９円

の増となっております。以上、簡単でございますが、議案第１７５号の補足説明を終わります。 

○財政課長 

 続きまして、議案第１６５号「令和元年度飯塚市一般会計補正予算（第５号）」から「議案

第１７４号 令和元年度飯塚市下水道事業会計補正予算（第２号）」につきまして、追加と記

載しております「令和元年度補正予算資料」により説明いたします。 

３ページをお願いいたします。ただいま議案の説明がありましたが、今回の補正につきまし

ては、表の下に記載しておりますように、国家公務員の給与改定が行われましたので、これを

参考にして市職員の給与改定を行い、それに伴う経費を補正するものでございます。一般会計

では、２５６８万２千円を追加いたしまして、補正後の予算総額を７０２億８６８２万１千円

にしようとするものでございます。また、１１の特別会計のうち、今回補正をいたします７つ

の会計で２１８万１千円を追加いたしております。企業会計では、２つの会計で２０３万円を

追加いたしております。合計で２９８９万３千円を追加するものでございます。 

次の４ページ以降に、主な補正予算の概要を費目ごとにまとめ、その主なものについてご説

明いたします。 

まず、歳入からご説明いたします。繰入金につきましては、今回の補正による財源調整で、

財政調整基金の繰入を２５６３万７千円追加いたしております。 

次に、歳出についてご説明いたします。一般会計、特別会計の人件費につきましては、給与

改定に伴う経費を総額で２５９３万５千円追加いたしております。 

次の国民健康保険特別会計から５ページの学校給食事業特別会計までの特別会計につきまし

ても、一般会計と同様の理由により補正をいたしております。 

６ページをお願いいたします。公営企業会計の水道事業会計及び下水道事業会計の２つの会

計につきましても、同様の理由により補正をいたしております。以上で、補足説明を終わりま

す。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１６５号 令和元年度飯塚市一般会計補

正予算（第５号）」、「議案第１６６号 令和元年度飯塚市国民健康保険特別会計補正予算
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（第２号）」、「議案第１６７号 令和元年度飯塚市介護保険特別会計補正予算（第３号）」、

「議案第１６８号 令和元年度飯塚市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」、「議案

第１６９号 令和元年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予算（第３号）」、議案第

１７０号 令和元年度飯塚市地方卸売市場事業特別会計補正予算（第３号）」、「議案第

１７１号 令和元年度飯塚市駐車場事業特別会計補正予算（第２号）」、「議案第１７２号 

令和元年度飯塚市学校給食事業特別会計補正予算（第２号）」、「議案第１７３号 令和元年

度飯塚市水道事業会計補正予算（第２号）」、「議案第１７４号 令和元年度飯塚市下水道事

業会計補正予算（第２号）」及び「議案第１７５号 飯塚市職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例」、以上１１件については、いずれも原案のとおり可決することにご異議ありま

せんか。 

（ 異議なし ） 

 ご異議なしと認めます。よって、本案１１件はいずれも原案どおり可決すべきものと決定い

たしました。 

次に、「議案第１７７号 契約の締結（飯塚市新地方卸売市場整備工事）」を議題といたし

ます。執行部の補足説明とあわせ、さきの本会議において審査要望のあった件の答弁を求めま

す。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

「議案第１７７号 契約の締結（飯塚市新地方卸売市場整備工事）」の補足説明をいたしま

す。追加議案書の２１ページをお願いたします。 

議案第１７７号 工事請負契約の締結につきましては、地方自治法第９６条第１項第５号及

び飯塚市議会の議決に付すべき契約に関する条例第２条の規定に基づき、本案を提出するもの

でございます。 

本件、飯塚市新地方卸売市場整備工事につきましては、契約金額３１億５８１０万円で、受

注者の株式会社サンコービルド筑豊支店と契約を締結するものであります。 

資料の２２ページ、工事請負議案資料をお願いいたします。工期につきましては、本契約と

して認められた日から令和３年３月３１日までとしております。予定価格３７億６０１６万

６千円に対しまして、見積額３１億５８１０万円、比率にして８３．９８％となっております。

その他、次ページからの資料としまして、工事概要、位置図、配置図面等を提出しております

が、説明は省略させていただきます。 

引き続き、追加で提出させていただきました卸売市場資料１「新地方卸売市場整備事業者選

定に関する答申書」をお願いいたします。特定されました最優秀提案者及び次点提案者は、最

優秀提案者が、株式会社サンコービルド筑豊支店、次点提案者が、大和ハウス工業株式会社 

福岡支社でございます。 

次に、卸売市場資料２「飯塚市新地方卸売市場整備事業者選定に関する報告書」をお願いい

たします。ページをめくっていただきまして１ページの「１．はじめに」において、要領の主

旨等を、「２．特定までの経過」においてでは、７月１７日に第１回選定委員会が開催されて

から、１１月２７日、第３回選定委員会で最優秀提案者と次点提案者が特定されるまでの経過

が記載されています。２ページの「３．事業者選定委員会」で４人の外部委員、３人の内部委

員の氏名、「４．審査経過」につきましては、第１回選定委員会から第３回選定委員会までの

審議内容等を記載しておりますが、第１回選定委員会では実施要領、要求水準、様式集、評価

基準等の策定を行い、第２回選定委員会では一次審査で実績体制評価と技術提案にかかる委員

間の意見交換及び二次審査についての審議、第３回ではプレゼンテーション及びヒアリングを

実施して、技術提案評価と提案価格評価を行い、最優秀提案者及び次点提案者が特定されてお

ります。３ページでは、「５．参加者」では参加の２者を、「６．参加辞退者」では辞退した

２者が記載されております。「７．審査結果及び最優秀提案者・次点提案者の特定」におきま
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しては、最優秀提案者が株式会社サンコービルド筑豊支店、次点提案者が大和ハウス工業株式

会社福岡支社となっており、各審査項目の採点内容は、「（３）審査結果」の表のとおりとな

っております。審査項目は、参加資格等を評価する「実績・体制評価」、ＶＥ提案の採用等を

評価する「技術提案評価」、見積額を評価する「提案価格評価」に大別した７００点満点の評

価で、２者の得点差は約６点という僅差の結果となっております。４ページをお願いします。

「８．審査講評」ですが、「（１）全体講評」では技術提案のテーマや提出された提案書は、

２者の参加者ともに業務に対する意欲や熱意が感じられたこと、また両者とも十分な実績、実

施体制及び技術者を備えてあったことから、一次審査において、２者とも二次審査の対象者と

して選定したことなどが記載されております。「（２）個別講評」で、最優秀提案者及び次点

提案者を個別に技術提案の講評が記載されております。最優秀提案者は、記載のとおり、長期

的なメンテナンスや財政負担の軽減に配慮した提案や、特に市内事業者を広く活用する地元経

済への寄与が積極的であったことが高評価とされております。次点提案者は、積極的な建築コ

スト削減を図る変更提案でありましたが、ただし書き以降に記載のとおり、長期的なメンテナ

ンス性や風雨の耐久性に起因するランニングコストに不安が残るとの講評でありました。最後、

「９．おわりに」において、参加者は実力のある事業者でＶＥ提案により抑制された金額提案

であったことから、当初の目的を達成することができた旨が述べられるとともに、基本設計を

基にした飯塚市に最適な新地方卸売市場が整備されることを希望することが記載され、報告書

が結ばれております。以上、議案第１７７号の補足説明を終わります。 

次に、１２月１３日、本会議の追加提案質疑時において、総務委員会での審査要望がありま

した点が３点ございました。その件についてご説明いたします。まず、事業者選定の審査につ

いて、経過を含めて妥当かどうかという点につきましてですが、この点につきましては、先ほ

ど卸売市場資料２、飯塚市新地方卸売市場整備事業者選定に関する報告書の資料説明でご説明

させていただきました。 

次に、総務委員会の中で市から市場の事業計画書の提出を受け、卸売市場関係者がきちんと

入場してスタートする環境であることを確認するという点でございます。今回の工事請負契約

締結しようとする金額が３１億５８１０万円で、基本設計から予定価格３７億６０１６万６千

円と比較すると８３．９８％と減額となり、財政負担を大幅に軽減できるようになります。ま

た、使用料につきましては、青果と花き、各卸売会社と買受人等の状況がそれぞれ異なり、個

別で基本設計ベースで協議しているところでございます。今回の事業費圧縮効果によりまして、

使用料を再度算出いたしまして、市場関係者と協議を行ってまいりたいと考えております。現

在、それぞれの卸売会社に、基本設計ベースの使用料で経営見通しを作成依頼しているところ

ですが、契約締結を承認いただきました後に、全体の工事額から概算しますと、施設使用料を

市場関係者に提示し、経営見通しを修正していただき、その経営見通しと施設使用料を含めた

運営の見通しを作成したいと考えております。また使用料は、市場関係者の経営に影響する部

分でありますので、市場関係者には２０年３０年と長く使用していただける施設にしたいと思

っておりますので、これまでの経営状況を考慮しつつ、市場関係者と協議を重ねていきたいと

考えております。 

最後に、注目を集めている市場移転について、市場関係者が入場しない、または早期退場と

ならないように、今後の協議で市場関係者と合意を図りながら進めるとともに、総務委員会で

よく審査いただきたいという点でございます。このことにつきましては、先ほどの使用料の協

議と重ねての説明になりますが、市場の使用料につきましては、契約締結の承認をいただいた

後に、契約締結額から概算使用料を市場関係者に提示して、卸売会社には経営見通しの修正を

お願いしたいと考えております。市場関係者に長く使用していただける施設にするため、これ

までの経緯、状況を考慮しつつ、設計内容を含めて市場関係者と協議を重ねていきたいと考え

ており、今後、定期的に市場関係者と調整会議を開きながら、協議を行いたいと考えておりま
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す。以上、総務委員会での審査要望の件について、説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○松延委員 

 ただいまこの件につきましては、鋭意説明がありました。事業の圧縮効果ということで、大

変ご苦労だったろうと思いますけれども、７月２日の総務委員会において、まず基本構想から

基本設計に至るときに、建設の増大要因ということで３点挙げられております。まず１つには

単価の違いということで、基本設計単価、構想の単価１６万１千円ぐらいから２０万４千円と

いうことで上がったということが１つの増大の要因、２つ目には面積の増加、これは市場の関

係者に、やっぱり作業の効率等々を考えると、こういうふうな増大が必要であるということで

上がっております。３つ目には、ただいま東京オリンピックの建築等の施工があってます。そ

の資材の高騰、労務単価等によりまして上がったということで、合計の１４億４８００万円と

いうことで、基本構想されたときは二十四、五億円ということで、十四、五億円上がったとい

うことで、あのときは何でこんなことかというような話がありまして、ただいまの説明では、

要するに事業費の圧縮効果ということで、ひとことで説明されましたけど、この３つの点につ

いては主に何があったかと、何でそういうふうな圧縮ができたか、その点だけちょっとお聞か

せください。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 前回の７月２日の総務委員会の提出資料につきましては、建設費の増大要因というふうなこ

とで、先ほど委員がおっしゃられました３つの点をご説明しました。面積の増加については、

今回基本設計につきましても変わりございません。大きく圧縮されたものにつきましては、基

本構想と基本設計の違い、６．２４億円の増というふうな中で、今回の事業費圧縮につきまし

ては、６億円の事業費圧縮が行われております。その内容につきましては、やはり今回、設計、

施工の一体ということで、民間活力を最大限に活用する事業者提案を行っております。主な内

容としましては、コスト削減について、機能、品質向上を図る提案を技術提案に盛り込まれる

ように事業者募集を行いました。提出された提案書につきましては、実績、経験及び技術力に

加え、２者の参加者とも意欲が感じられ、いろんな技術提案を反映させております。テーマに

沿った非常に考えられた内容でございまして、有効な機能向上やコスト削減策が図れた提案と

なっているというふうな内容になっております。 

○松延委員 

 あと１点お尋ねいたします。大体よくわかりました。それで、この件につきましては、国か

らの交付金、補助金等について増減があるのかないのか、そしてまた、この期限等について、

今の時点でわかったら教えてください。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 今回の事業につきましては、国の交付金は考慮に入れたところの事業になっております。農

林水産省の強い農業担い手づくり総合支援交付金と連動した福岡県農業づくり交付金を活用す

ることとしており、本年度は３億５千万円の補助金を計画しております。全体的には９億円分

の補助金を活用することとしております。その分につきましては、やはり今年度の実施設計、

工事契約が必須となっておりますので、そのスケジュールに従って事業を進めていきたいと考

えております。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○小幡委員 

 数点お尋ねします。きょう、本委員会に上程されたこの１７７号というのは、工事請負契約

の承認ですよね。３１億５８１０万円か。３１億円の工事請負をさせますので承認してくださ
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いということなんだけど、今、我々に示された資料は平面図だけなんですね、手元にある資料。

この平面図を見て、３１億円オッケーしてくださいというのはちょっとね。だめだって言って

るんじゃない。資料がちょっと不足、資料不足。この委員の中で、これ平面図を見て３１億円

オッケーと判断できないんですよ、したくても。せめてこの３１億円の工事施工範囲、請負範

囲、ここからここまでで３１億円ですというのを、項々目でもいいですから示せますですか。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 今委員おっしゃられる項目については、示すことは可能でございます。 

○小幡委員 

 そういった資料を示せるそうですので、ぜひ資料要求をしたいんですけども、委員長のほう

で諮っていただけませんでしょうか。 

○委員長 

 お諮りいたします。ただいま小幡委員から要求がありました資料については、要求すること

にご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、執行部に資料の提出を求めます。 

○小幡委員 

 今、資料をいただきました。資料の説明をお願いします。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 今配付させていただきました資料についてご説明いたします。今回、平面図の部分につきま

して、大きな項目について追加で資料で提出させていただいております。まず１つは、建築工

事の概要でございます。図面と連動しながらになるんですけども、１つは大きな部分で言った

ら青果棟、図面で言ったらＡの部分になります。花き管理棟、Ｂの部分です。連絡通路。建築

物のことについてご説明いたしますけども、買受人倉庫が１、２、３棟というようなことで、

Ｈ、Ｇ、Ｅの部分になります。後はパレット置き場であったり、屋根つき積込所と。屋根つき

積込所につきましては駐車場の屋根にかかってる部分でございますので、ＩとＪになります。

及び外構設備に関する建築・電気設備工事、機械設備工事一式でございます。２につきまして

は、それぞれの棟についての構造、それから架空形式基礎構造、外部の仕上げについて表記さ

せていただいております。青果棟については鉄骨造１階建て、花き管理棟は鉄骨造の２階建て

になります。図面につきましては、図面のページめくっていただいて、２枚目、３枚目で表記

させていただいております。その他付属棟につきましては鉄骨造１階建て、屋根つき積込所に

つきましては鉄骨造１階建てと。架空形式につきましては、ラーメン構造という建築の構造に

なっております。基礎構造につきましては直接基礎で、ここは地盤がかたくございますので直

接基礎、くいを打たない基礎というなことになります。外部仕上げにつきましては省略させて

いただきます。あと大きな項目としましては、外構になります。舗装工事、防護柵工事、いわ

ゆる周辺のフェンス等の部分が入っております。４番、電気設備につきましては、受電変電設

備工事から最後の構内通信経路というようなことで細かく表記させていただいております。給

排水衛生設備工事につきましても、給水設備工事から消化設備工事までというような項目で表

記させていただいております。６番、空調設備・空気調和設備工事、換気設備工事、排煙設備

工事と、簡単でございますが、このように資料を提出させていただいております。 

○小幡委員 

 ありがとうございます。Ｓ造、鉄骨造のラーメン構造ということで、平面図見ますと最大ス

パンが１３メートル強ですよね。ラーメン構造でも余りロングスパンじゃないんだけど、大半

が鉄骨工事ですよ。これ発注に当たって、工場のグレードは確認されてます。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 鉄骨工場は、製作能力や工場設備などで応じたランクづけがされております。今回の基本設
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計においては、Ｍグレード以上の区別を想定しているところでございます。 

○小幡委員 

 Ｍグレードということですが、これは先ほどの筑豊ハイツと違ってくいは打たないというこ

とですよね。これも発注形態がＤＢプロポーザルですかね。デザインビルドですから、設計施

工一括ですよね。これは先ほどの筑豊ハイツとよく似た発注形態なんだけど、デザインビルド

のプロポーザルということで、今、落札業者の名前出てますけどね、この今提示されてる平面

図は、基本設計の東畑さんが書かれた図面なんでしょうか。確認します。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 そのとおりでございます。 

○小幡委員 

 この東畑さんの基本設計に応じて入札されたんですよね。提案型ですので、バリューエンジ

ニアリング、ＶＥ案を出しながら価格が決まったんでしょうけども、提案の選考、選定の中で、

今、落札業者さんはこういった建物に変えたいとか、設計変更とか、デザインビルドですから、

うちが建てるとすればこれのほうがいいんじゃないですかというような提案はあったんですか。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 今委員おっしゃられるように、やはり技術提案の中でＶＥ提案がなされております。今回、

設計施工に係る民間活力を活用するということで、事業者さんのノウハウというの今回活用し

ております。代表的な例で申し上げますと、システム建築というのがございました。システム

化された部材使用に伴う一連の流れ、設計から施工の部分で一連の流れで最適な工程を組んだ

りというなことで、事業費圧縮を図れたのかなと考えております。また基礎形式についても、

２者ともいろんな提案が出されているということが、大きな項目２つですけども、そういった

提案がなされていました。 

○小幡委員 

 もちろん金額を入札ですから、積算して見積もりをするに当たって、この平面だけじゃない

ですよね、立面、断面、いろいろ図面があったと思うんですけども、それはちゃんと提示され

て見積もりを依頼したんですかね。積算見積もりを依頼したかどうか確認します。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 今回、技術提案書の提出を求めて、その中で審査を行っております。技術提案はちょっと公

開はしてないんですけども、その中で断面であったり、立面であったりの提案はなされており

ました。それに対する事業費の価格提案がなされているというふうに認識しております。 

○小幡委員 

 ちょっと確認ですね。今提案がなされておりますということですけど、今言った断面的なも

のは、要はタッパですよね、工場内の高さとかそういうのは基本設計から出したのか、ＶＥ案

として落札業者が提出してきたものなのかを聞いてるんですけども。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 １つの事例で今委員申し上げられました。お聞きになられました高さについては、基本的に

基本設計を守られた提案がなされておりました。 

○小幡委員 

 主に見積もり的には基本設計をベースに出したということですね。そうしないと、ほかの競

争相手と整合性が図れませんからね。それを基本に積算認めたと思うんですけども、価格面で

は。ＶＥ案はそれぞれの提案型ですから、いろんな意見があっていいと思うんですけども、今

いただいた資料でちょっと図面不足ですけども、概略の資料見ますと、基礎構造とか、屋根、

外壁、床の大枠の資料は書いてあります。なんですが、ちょっと懸念するのが、あくまでもデ

ザインビルドです。だから、これは基本設計です。今から実施設計に当たって、軽微な変更な

ら構いませんが、高さとか構造とか、もしくは仕様とかを大幅な変更を伴う場合、今の段階で
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この落札業者さんが設計すれば、実施設計、これ承認しました、実施設計にかかって確認申請、

いつごろまでに提出して、いつごろ降りる予定で今おられるのか、工程わかりましたら教えて

ください。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 今回のスケジュールにつきましては、前回の委員会で提出させていただきましたけども、今

年度が造成工事というようなことになっておりまして、建築の着手につきましては、４月以降

を考えております。市場関係者の意見を伺いながら実施設計をやっていくわけなんですけども、

予定としましては３月までに実施設計を完了して、確認申請も含めて、その段階で完了して、

４月着工を目指しているところでございます。 

○小幡委員 

 もうすぐ暮れですよね。実施設計今からでしょう。１、２、３カ月で確認申請取れる、間違

いなく。取れるとしたら問題ない。取れなかったときの想定はどんなふうに考えられてるんで

すか。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 先ほどの繰り返しになりますけども、着手は４月以降を目指しております。今回、設計施工

一括ということで、事業者につきましても設計段階から、施工の分を見据えた計画を立てられ

るのだろうというふうに考えております。なるべく工期短縮を図ると。取れなかった場合につ

きましても、我々の目指している来年度の３月までの竣工を目指して、事業を進めていきたい

と考えております。 

○小幡委員 

 ちょっと「だろう」という言葉出ましたけど、あのね、違うんですよ。私が懸念してるのは、

心配して聞いてんですよ。確認申請が下りないと着工できないじゃないですか。福岡県の強い

農業づくりの交付金、あれは年度末ですから３月までに工事契約すれば、一応内示を受けてい

るんでオッケーだよということでしょう。工事契約はできるけど、どこをもって工事契約なの

かと。結局、デザインビルド方式ということは確認申請までちゃんと責任があるわけなんです

よ、デザインビルドのこの会社が。金額は出しました。でも設計において確認が３月いっぱい

まで間に合いませんと。これ、この請負業者、絶対間に合いますと豪語してるんですか。来年

度着工を目指すという、４月も着工でしょうけど、８月も着工じゃないですか。３月年度内に

確認申請までちゃんと下りると。４月なのか５月なのか、準備工を踏まえて着工するんでしょ

うけど、今心配してるのは、確認申請が間に合うかどうか、確認申請が３月いっぱいで間に合

わないで、４月、５月、６月伸びていった場合、可能性があるんで、そこは契約書でも構わな

いけど、そこのところの契約条項の中にちゃんとうたってるのか、もしくはそういうふうに確

認してるのか、その点教えてください。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 今委員の指摘の中でありました確認申請の部分については、契約書には明記しておりません。

ただ、工事のスケジュールについて、それと実施設計のスケジュールについては、契約約款の

中で履行期間を設けているところでございます。 

○小幡委員 

 ちょっと再確認します。契約にはうたってないよと。実施設計においてということ、要は、

３月いっぱい取らなくてもどうにか決裁に間に合えばいいという考えなんですかね。その点は、

そういう言い方したでしょう、今。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 やはり最初申し上げましたように、建築確認については３月を目指しているところでござい

ます。現段階では、予定どおり進むように事業進捗を図っていきたいというに考えるところで

ございます。 
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○小幡委員 

 そこはあんまりあいまいじゃいけないんですよ。６月議会、委員会も、９月もそうでしたけ

ど、この交付金ももう申請してると、内示も受けてると、どうしても間に合わせたいんだよと。

ですから、答申が出た協議会を無視してＤＢ方式に変えたんでしょう。今までの発注、審議委

員会がちゃんとこういうふうな入札をやってくださいという市長に答申出しとったけど、市長

なのかだれなのかわかりませんけど、このＤＢ方式に変わったんですよ。変わった理由は、こ

ういう交付金も活用して、工期も間に合わせてやりたいということだったんで、それは絶対条

件じゃないですか。その絶対条件で我々に早く審議して、早く契約を承認してくださいって言

ってる一方で、確認申請いつになるかわかりません。３月を目標にと言われても困るんですよ。

そのためにＤＢ方式をとったら、早く確認もとれて、早く工事にかかれると。何か増嵩におい

てもそうやったじゃないですか。増額においても。ハイテンションボルトが足らないとか、東

京オリンピックで資材労務費が高騰してるとか、いろいろ１４億円上げたけれども、ちょうど

中間取引な値段で落ちつきましたよね、結果的には。当初が２３億円、３７億円まで１４億円

上げたけども、ちょうど３０億円ぐらいでおさまった。当初予算と増額した予算の中取りぐら

いでうまいところおさまったんだけども、今度は実施設計において、間に合うのというのを聞

いてるんですよ。ですから、再確認ですよ、本当に。今度受注するのはいいけど、設計が別な

ら言わないよ、設計も入ってるんで、確認申請必ず間に合いますかというの裏をとらないと、

はい、３１億円承認してくださいはないと思いますけど、その考えをもう一度お聞かせくださ

い。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 繰り返しになりますけども、今回、実施設計と施工の契約を同時に結んで、今回の議決を得

ればすぐ設計に入りたいと考えております。実施設計の契約期間が令和２年３月に今回設定し

ておりますので、当然事業者に対しても、そこまでに間に合わせるようにという契約になって

おりますので、それに目指して事業を進めていきたいと考えております。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休 憩 １４：０７ 

再 開 １４：１５ 

委員会を再開いたします。 

○小幡委員 

 ちょっと続けます。先ほど、契約条項の中にはないけども、デザインビルドである以上は、

今度は、ここでいけばサンコービルドさんが設計やるんですね、実施設計を。その実施設計を

するに当たって、どうしても建築をする場合は確認申請が要ります。年度内、３月いっぱいに

ちゃんと確認が下りて、４月以降着工できるように、そこは強く担当者を指導してください。

それが１点。なぜ今度市場を移転して、これを建てるかという目的は、執行部側も議会側も十

分認識しております。その中で、考え方の相違なんでしょうけども、ちゃんと条件を整えて着

工する方法が１つ。今、執行部のやり方は、継続、仕事を進めながら、条件を聞きながらまと

めていこうというやり方ですね。どちらかというと後者のスタイルをとってますよね。これっ

てちょっと危険なところがありまして、予算はあります。で、もうこれを承認します。でも実

施設計の中で、いろんな要望もしくは設計変更があったときのお金に伴う、要は増額が発生し

た場合、それは認められるのですか。そこのところ考えをお示しください。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 現段階では当然基本設計をベースにして事業者募集を行っております。それに伴って予算を

受けさせていただいて、今回事業費圧縮をしておりますので、増額ということは考えておりま

せん。 
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○小幡委員 

 増額がないと。基本増額なしにはできないということですよね、大切な税金ですから。それ

はわかりました。どうしても、軽微な増額はいいよ、仕様がちょっと変わったからというのも。

ただし、大きな変更を伴う可能性があると私は考えてるんですよ。なぜそういうことを聞くか

というと、市場側のほうから、これは１１月２８日に選定が終わって、決まりましたよね、

１１月２８日。きょうに至るまで市場側等のコンセンサスもしくは打ち合わせ、協議は何度か

されておりますか。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 継続して協議をさせていただいてる部分につきましては、主にやはり使用料のことでござい

ます。使用料につきましては、今回の事業者決まる前の段階で、基本設計をベースに使用料を

算出して、青果の会社、花きの会社、関連店舗、それから組合員さんのほうに使用料のご提示

をさせていただいています。もう１点が、施設につきましては、基本設計段階において、当然

これは市場関係者の意見を伺いながらしか施設の組み立てができませんので、その分について

は引き続き協議をさせていただいているところでございます。 

○小幡委員 

 ６月にこの案件提案されて、各委員会、各議員も検討しておりますが、事業計画をしっかり

と出してくれと。４０年間の事業ですよ。使用料は幾ら、想定ですよ、想定、あくまでも計画

だから。これだけの使用料をいただきますと。これだけの投資に対して飯塚市がこれだけ負担

しますと。使用者側にこれだけ負担していただきます。ただし４０年間は、でこぼこはあるで

しょうけども、皆さんが利用できる立派な施設ができると思います、でもいいんだよ。事業計

画を出してください、早く。で、答弁を求めました。それに対しては、早い段階で議会に示し

ますと言いました。示さずに、承認だけを今得ようしてるじゃないですか。その辺はちょっと

後手に回ってませんか。約束が違うんじゃないかと思いますけど、その見解をお願いします。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 今委員ご指摘がございました部分につきましては、現在、市場関係者特に卸の会社になりま

すけども、まず基本設計をベースに使用料のご提示をさせていただいております。それに対し

まして、今、市場関係のほうには経営見通しの作成依頼をしているところでございます。今回

の事業費、圧縮された部分で、再度使用料をご提示させていただきたいというふうに考えてお

ります。それにあわせて、市としての運営見通しも作成したいと考えております。 

○小幡委員 

 今の説明で百歩譲りましょう。今、きょうの段階で出てないからね。それはいつ事業者側か

ら計画をいただいて、我々に示せる。工程的にはいつごろまでに考えられておりますか、お答

えください。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 今回の分につきましては、事業費圧縮については、まずは市が早急に使用料のご提示をさせ

ていただきたいと考えております。卸の会社のほうから経営見通しを受けて、運営見通しをつ

くっていくわけなんですけども、一つの目安としましては、先ほど答弁させていただきました

工事着手が４月以降になりますので、当然それまでには最低限でも議会のほうにはお示しした

いなというふうに考えております。 

○小幡委員 

 一番近いところで３月議会ですかね。それぐらいをめどにという考えなんでしょうか。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 そのとおりでございます。 

○小幡委員 

 その点約束ということでよろしくお願いします。事業者側も早く契約したい理由は聞いてお
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ります。これを阻害するつもりはないんだけど、箱はつくった、入り手がいない。これは質疑

でも我々同僚議員が言ってましたよね。つくったものの入り手が来ないと大変なことになると、

それ承認した議会も何やってんだという話になるんで、やはり４０年間見通しはちゃんとつく

と、やれますよというのを明確に示していただいかないと着手できない。幾ら準備が整っても

着手できないじゃないですか。最後になりますけど、先ほど実施設計に当たって、要は変更が

あったとしても、変更というのは利用者側、使用者側の意見を取り入れての変更があったとき

に、金額は上がらないと言いましたね。イコールこのまま行けということでしょうか。それと

も、設計変更の余地があるんでしょうか。その点はどうでしょうか。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 やはり、今基本設計ができている中での今後、実施設計に入ったときに協議になると思いま

す。ただ施設を使う方々はやはり市場関係者の方々になりますので、そこについては当然ご意

見を伺いたいというに考えております。その中で、今の基本設計から実施設計に反映できる部

分は何なのかというようなことは、お互い専門的な設計屋さんを入れた中で協議させていただ

きたいなというふうに考えております。 

○小幡委員 

 もちろんその考えでいってほしいんだけど、なぜ聞くかというと、市場関係者の方から、今

の我々に示してある平面図じゃ到底利用できないという意見があるのは事実なんですよ。そこ

で、お尋ねしますが、市場側から要請書という正式に出ておりますか。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 要請書は出ております。 

○小幡委員 

 その要請書を資料要求したいんですけども、委員長のほうで諮ってください。 

○委員長 

 執行部にお尋ねします。ただいま小幡委員から要求があっております資料は提出できますか。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 資料はご提示できます。 

○委員長 

 お諮りいたします。ただいま小幡委員から要求がありました資料については、要求すること

にご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、執行部に資料の提出を求めます。 

暫時休憩します。 

休 憩 １４：２５ 

再 開 １４：３０ 

委員会を再開いたします。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 今お配りさせていただいた資料についてご説明いたします。飯塚市長あてに飯塚市の卸の会

社でありますファーマインド新筑豊青果株式会社から要請書が出ております。内容につきまし

ては、ちょっと部分的にご説明したいと考えております。基本設計が終わった後で、新筑豊青

果株式会社のほうから要請書が出ている内容につきましては、昨今の市場環境を取り巻く環境

は非常に変わってるというようなことで、それに伴う施設の内容につきまして、会社として検

討してる内容が書かれております。その部分については、１ページ目が環境が昨今になって非

常に急激に変わっていると。２ページにつきまして、環境変化に伴う施設の内容を新筑豊青果

さんのほうで検討してるというような内容が①から④で書かれております。最終的に要請内容

につきましては、最後の２行になりますけども、方策実現に向けて、新筑豊青果さんと市とで、



３３ 

今後、今回実施設計事業者が決まれば、その間で設計内容の折り合い点を協議する機会を設け

てくださいというふうなことでございます。②についても、あわせて解決が難しい局面におい

ては、市とファーマインド新筑豊青果さんと協議を行いましょうというふうな機会の要請があ

っております。当然、市としましても、今回の基本設計の中と今回要請のあってる実施設計の

内容につきましては、事業者さん、専門的な見地がかなり出てきますので、お互い協議しなが

らやっていきたいなというふうに考えております。 

○小幡委員 

 ありがとうございます。今配付していただいた要請書、２ページ目にありますね。これは最

後に、飯塚市長におかれましては、上記背景をうんぬんと。要は市長、お願いしますねという

ことですよね。目の前に市長おられますけども、市長、この要請書に対してはどのようなお考

えかお聞かせ願います。 

○市長 

 実際、公設公営で設置をするという方針を市として決めておりまして、また青果市場、そし

て花きの市場、これは市としても、市民の消費生活にとって極めて重要なものであるという認

識の上に立って、そのことを決定し、また議会にも了承いただいて進めてまいりました。先ほ

どからの質疑で、ご指摘のとおり、実際にスタートしたはいいが、長く続けていただかないと

いけないし、また、わかりやすい言葉で言えば、商売繁盛の状態を維持していただくことも当

然必要になってくるわけでございますので、今回要望が出ている分を基本設計をして、今から

実施設計にどれだけ変更できるかということについては、正直言いまして私も教育長時代に学

校建設で随分現場の声を聞きながら、変更できる部分とできない部分ということにずっと経験

してまいりましたので、これを見た中でも、これは難しいかもしれないなという内容も当然の

ことながらありますが、その分については、どこまで市がするのか。どこからは民間の方がな

さるのか、それも含めた形で、お互いにどこまでできるか、どこまですべきかということもあ

わせて、今後協議していく必要がありますが、ともかく、双方とも地域の活性化、そして長続

き、次の時代にも対応できる、そんな観点から関係者の皆さんとしっかりと話を進めていきな

がら、対応していきたいと思っているところでございます。 

○小幡委員 

 どうもありがとうございます。ということは基本的な要請に対しては市長は前向きな考えで

あるということは理解できます。ただし、できるものとできないものがある。当然のことだと

思いますが、気持ちはわかるんですが、実務的に１月、２月、３月、この間で実施設計を上げ

て、確認申請まで取ると考えた場合、協議は持ちましょう。でも、その協議した内容を反映で

きて、実施設計つくり上げて確認申請までも、３月まで協議ならいいよ。確認申請はまだその

後であるならいいんだけど、実務的に難しいんじゃないかと思うんですよ。言葉は簡単だけど、

現実の日数的なものを考えると。だから、本来はここまでの詰めが甘かったとしか評価できな

いですよね。承認はしますよ、承認は。でも、これは約束最低守っていただきますよと。でも

本当にできるかどうかというのがクエスチョンマークなんですよ。１、２、３カ月、その点で

きます。どういう考えか、ちゃんとお考えをお示しください。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 今回の要請書をいただきまして、当然、実施設計というか、技術的なお話になります。最大

限できる範囲としましては、ファーマインド新筑豊青果株式会社のほうがどのような考えを持

ってるのか、早急にお示しいただくように、今お話をしているところでございます。それにつ

きましては、まずはそこの技術的な話が協議できるものを早めにいただきたいというふうに考

えております。 

○小幡委員 

 それはわかるんだよ。早くもらわないと、早く打ち合わせないと間に合わないと言ってるん
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だから。だから、徹夜してでもやろうという意気込みがあるのかということを聞いてるんです

ね。 

○都市施設整備推進室主幹（技術担当） 

 あります。 

○小幡委員 

 最後は、飯塚市長と株式会社ファーマインドさんの代表者の間でトップ会談をちゃんとやっ

てほしいという、協議する機会を設けてほしいという要請ですね。これは市長はやぶさかじゃ

ないということなんでしょう。市長、ひとことお願いします。 

○市長 

 最初の段階でするほうがいいのか、幾らかの見通しが立つぐらいの段階でするのがいいのか

は別にして、３月までに一度はお会いして、それぞれ一生懸命やっていこうというところの共

通の意思の確認はしたいと思ってますので、お会いしたいと私は思ってます。 

○小幡委員 

 そこのところは、もう市長の最後の政治判断でしょうから、先ほど冒頭述べましたけど、何

のためにつくるのかということを執行部側も議会側も認識した上で、ぜひ工程に間に合うよう

にやるということですから、それは議会との約束ですよね。それをしっかりと守っていただい

て、最終的な審議に入りたいと思います。ありがとうございます。 

○委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１７７号 契約の締結（飯塚市新地方卸

売市場整備工事）」については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

お諮りいたします。案件に記載のとおり、執行部から２件について報告したい旨の申し出が

あっております。報告を受けることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、報告を受けることに決定いたしました。「令和元年度飯塚

市職員採用試験（１０月実施）第３次試験実施状況について」、報告を求めます。 

○人事課長 

 令和元年度飯塚市職員採用試験（１０月実施）第３次試験実施状況について、ご報告いたし

ます。 

ご提出しております資料をお願いいたします。試験区分のとおり、行政事務（初級）及び行

政事務（身体障がい者）対象について実施し、全体で３名の採用予定者数に対しまして、

３０名の応募があり、第１次試験を１０月２０日、日曜日、第２次試験を１１月１６日、土曜

日に実施した結果、７名を第２次試験の合格者といたしております。また、第３次試験を

１２月１５日、日曜日に実施し、全体で６名が受験いたしております。今後のスケジュールで

ございますが、最終合格者を１２月２０日、金曜日に発表することとしております。以上、簡

単でございますが、報告を終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承ください。 
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次に、「土地明渡等請求事件の終了について」、報告を求めます。 

○財産活用課長 

 飯塚市が嘉飯山砂利建設株式会社に対し、飯塚市平恒地内で貸し付けた市有地を大幅に超え

て占用したことについての土地の明け渡しと損害金の支払いについて請求するため、平成

２８年４月に議会の承認を得まして提起いたしました土地明渡等請求事件の終了について報告

いたします。 

７月と９月の総務委員会においても報告しましたとおり、被告側、嘉飯山砂利建設株式会社

が破産手続きを開始し、弁論準備と債権者集会が行われてきました。 

１１月１８日の債権者集会では、破産管財人より一般債権者に対する配当を行うだけの財団

が確保できないことから、破産手続きを廃止するとの説明があり、裁判所もこれを認め、廃止

が決定いたしました。 

この結果、飯塚市が提起した損害金請求の本訴事件につきましては、原告側飯塚市が勝訴し

ても、被告側嘉飯山砂利建設株式会社に損害金などの支払い能力がないため、損害金の支払い

及び訴訟による判決の確定ができないまま終了することとなりました。 

反訴につきましては、９月の総務委員会で報告しましたとおり、すでに取り下げられており

ますので、本件土地明渡等請求事件につきましては、本訴と反訴の全ての訴訟手続きが終了し

ました。以上、報告を終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

暫時休憩します。 

休 憩 １４：４３ 

再 開 １５：０３ 

委員会を再開いたします。これをもちまして、総務委員会を閉会いたします。お疲れさまで

した。 


